
は
じ
め
に

こ
の
度
、
私
は
二
〇
〇
七
年
四
月
一
日
か
ら
一
年
間
、
国
際
日
本
文
化
研
究

セ
ン
タ
ー
の
外
国
人
研
究
員
及
び
共
同
研
究
会
の
研
究
代
表
と
し
て
招
聘
さ
れ
、

中
国
の
唐
の
都
・
長
安
（
現
在
の
陝
西
省
西
安
市
）
に
あ
る
西
北
大
学
か
ら
来

た
。
そ
し
て
受
入
れ
教
授
宇
野
隆
夫
先
生
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
国
内
三
〇
名

以
上
の
教
授
や
研
究
者
ら
と
共
同
研
究
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
何

よ
り
も
嬉
し
い
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
、
私
の
肩
に
大
き
な
責
任
が
か
か
っ
て

い
る
こ
と
を
痛
感
し
て
い
る
。

今
回
の
共
同
研
究
の
課
題
は
『
古
代
東
ア
ジ
ア
交
流
の
総
合
的
研
究
』
で
あ

る
。
共
同
研
究
会
の
趣
旨
に
書
い
た
よ
う
に
、「
古
代
東
ア
ジ
ア
で
は
、
地
域

間
交
流
が
特
に
盛
ん
で
あ
っ
た
。
中
で
も
中
日
の
往
来
は
、
日
本
の
国
家
制

度
・
都
市
建
設
・
宗
教
活
動
・
交
易
活
動
に
ま
で
大
き
な
変
革
を
も
た
ら
す
も

の
で
あ
っ
た
。
ま
た
中
国
も
、
中
国
周
辺
の
諸
国
や
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
通
じ
た

西
方
諸
国
と
の
交
流
を
通
じ
て
、
そ
の
社
会
を
充
実
さ
せ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ

う
に
古
代
東
ア
ジ
ア
は
、
国
際
交
流
が
大
き
な
社
会
変
革
を
生
ん
だ
モ
デ
ル
ケ

ー
ス
で
あ
り
、
そ
の
さ
ら
な
る
解
明
は
、
時
間
空
間
を
こ
え
て
人
類
史
を
考
え

る
た
め
の
重
要
な
知
見
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
学
問
的
課
題

は
一
つ
の
研
究
方
法
で
解
明
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
学
際
的
な
共
同
研
究
が
特

に
有
用
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る１

）
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

四
年
前
に
西
安
市
の
東
郊
で
偶
然
に
発
見
さ
れ
た
在
唐
の
日
本
留
学
生
・
井

真
成
の
墓
誌
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
私
の
重
要
な
研
究
テ
ー
マ
の
一
つ
に
な
っ

た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
私
は
二
〇
〇
七
年
五
月
一
九
日
の
日
文
研
第
一
回
共
同
研

究
会
で
は
「
在
唐
の
日
本
留
学
生
井
真
成
墓
誌
の
発
見
と
新
研
究
」
と
い
う
タ

イ
ト
ル
で
、
主
に
１

墓
誌
の
「
贈
尚
衣
奉
御
」
の
書
き
方
、
２

井
真
成
と

「
贈
尚
衣
奉
御
」
と
そ
の
性
格
、
３

井
真
成
の
名
字
は
中
国
風
の
名
字
の
は

西
安
で
発
見
さ
れ
た
在
唐
日
本
留
学
生
・
井
真
成
墓
誌
の
最
新
研
究

井
真
成
墓
誌
に
関
す
る
研
究

後

王

維

坤
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ず
だ
、
４

「
日
本
」
国
号
の
確
立
年
代
考
、
５

水
の
東
原
墓
地
に
つ
い

て
、
６

井
真
成
墓
誌
の
空
白
と
九
姓
突

墓
誌
の
空
白
、
と
い
う
六
方
面
か

ら
在
唐
の
日
本
留
学
生
の
井
真
成
墓
誌
に
関
わ
る
諸
問
題
を
中
心
と
し
て
私
見

を
発
表
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
論
文
は
二
〇
〇
八
年
に
『
古
代
東
ア
ジ
ア
交
流

の
総
合
的
研
究
』
の
報
告
書
を
出
版
す
る
時
、
新
し
い
資
料
を
も
と
に
加
筆
し

て
、「
在
唐
日
本
留
学
生
・
井
真
成
の
墓
誌
の
発
見
と
新
研
究

井
真
成
墓

誌
に
関
す
る
研
究
前

」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
発
表
す
る
つ
も
り
で
あ

る２
）

。し
か
し
、
井
真
成
墓
誌
は
初
発
見
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
か
な
り
多
く
の

研
究
方
面
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
前

回
に
言
及
で
き
な
か
っ
た
、
１

井
真
成
墓
誌
発
見

の
経
緯
、
２

井
真
成
墓
誌
の
形
状
と
サ
イ
ズ
、
３

井
真
成
葬
期
の
推
定
、
４

井
真
成
墓
誌
文
の
配
置

と
考
釈
、
及
び
５

井
真
成
の
入
唐
時
期
、
な
ど
の

問
題
を
取
り
上
げ
、
こ
の
墓
誌
に
関
す
る
最
新
研
究

を
論
じ
た
い
。

１

井
真
成
墓
誌
発
見
の
経
緯

ま
ず
、
井
真
成
墓
誌
発
見
の
経
緯
を
紹
介
し
よ
う
。

三
年
前
の
二
〇
〇
四
年
四
月
頃
、
陝
西
省
の
あ
る
建

築
会
社
が
西
安
市
の
東
郊
で
シ
ョ
ベ
ル
カ
ー
に
よ
る
不
法
工
事
を
し
て
い
て
、

偶
然
に
唐
代
の
都
・
長
安
で
死
去
し
た
在
唐
の
日
本
留
学
生
の
井
真
成
と
い
う

人
物
の
墓
誌
蓋
と
墓
誌
銘
を
掘
り
出
し
（
図
１
）、
す
ぐ
民
間
の
文
物
市
場

（「
古
玩
市
場
」
と
も
言
う
）
に
秘
密
裏
に
売
り
出
し
た
。
そ
の
際
、
西
北
大
学

歴
史
博
物
館
の
副
館
長

麦
明
氏
は
、
こ
の
情
報
を
聞
い
て
、
早
速
こ
の
文
物

市
場
へ
見
に
行
っ
た
。
ま
ず

氏
の
注
意
を
引
い
た
の
は
、
墓
誌
銘
の
二
行
目

に
「
公
、
姓
井
、
字
真
成
。
国
号
日
本
」
と
明
確
に
陰
刻
さ
れ
て
い
る
文
章
で

あ
る
。
そ
の
時
、

氏
は
、
わ
ざ
わ
ざ
私
の
所
へ
も
電
話
で
連
絡
し
、
墓
誌
の

様
子
を
詳
し
く
伝
え
た
。
私
の
見
た
と
こ
ろ
で
は
、「
井
真
成
と
い
う
人
物
を

図１ 井真成の墓誌蓋と墓誌銘の写真（王維坤提供)

図２ 西北大学歴史博物館の副館長 麦明氏（『新京報』より)
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含
む
遣
唐
使
墓
誌
の
発
見
は
初
め
て
で
あ
る
ば

か
り
で
な
く
、
日
本
の
国
号
も
墓
誌
に
初
め
て

出
て
き
た
も
の
で
、
こ
の
墓
誌
は
疑
い
も
な
く

絶
対
に
研
究
価
値
と
文
物
価
値
が
あ
り
、
急
い

で
買
お
う
」
と
す
す
め
た
。

氏
も
勿
論
、
こ

の
墓
誌
自
体
の
価
値
を
よ
く
知
っ
て
い
た
わ
け

で
あ
る
。
墓
誌
の
値
段
に
つ
い
て
は
、

氏
は

よ
く
交
渉
し
、
最
後
に
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
安

く
購
入
し
た
。

こ
の
墓
誌
は
、
い
ま
単
に
西
北
大
学
歴
史
博

物
館
に
収
蔵
・
陳
列
さ
れ
て
い
る
文
物
の
一
つ

で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
大
学
の
「
館
を
鎮
め

る
宝
」
と
い
う
文
物
に
な
っ
た
と
言
え
る
。
こ

の
よ
う
な
レ
ベ
ル
の
墓
誌
が
も
し
日
本
で
出
土

す
れ
ば
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
国
宝
」
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
中
国
で
は
、「
水
を
飲
む
時
は
源

を
考
え
る
」
と
い
う
諺
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

私
た
ち
が
井
真
成
墓
誌
を
研
究
す
る
時
に
は
、

氏
（
図
２
）
の
功
労
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い

と
、
私
は
堅
く
信
じ
て
い
る
。

し
か
し
、
墓
誌
の
発
見
は
、
考
古
学
の
立
場

図３ 井真成墓誌蓋の石刻写真（王維坤提供)図４ 井真成墓誌蓋の石刻拓本写真（王維坤提供)

図５ 井真成墓誌銘の石刻写真（王維坤提供)図６ 井真成墓誌銘の拓本写真（王維坤提供)

57

西安で発見された在唐日本留学生・井真成墓誌の最新研究



か
ら
言
う
と
、
直

接
に
墓
か
ら
出
土

し
た
の
で
あ
る
が
、

上
述
の
通
り
に
、

シ
ョ
ベ
ル
カ
ー
に

よ
る
不
法
工
事
で
、

井
真
成
と
い
う
人

物
の
墓
は
す
っ
か

り
破
壊
さ
れ
た
そ

う
で
あ
る
。
こ
れ

は
非
常
に
残
念
な

こ
と
で
あ
る
が
、

幸
い
な
こ
と
は
、

墓
誌
と
い
う
国
宝
級
の
文
物
が
残
留
し
た
こ
と
で
あ
る
。
井
真
成
の
墓
誌
は
、

墓
誌
蓋
と
墓
誌
銘
（
墓
誌
文
と
も
言
う
）
と
い
う
二
つ
の
部
分
か
ら
な
る
。
墓

誌
蓋
に
篆
書
で
陰
刻
さ
れ
て
い
る
文
字
が
一
二
個
あ
り
（
図
３
、
図
４
）、
墓
誌

銘
に
楷
書
で
陰
刻
さ
れ
て
い
る
文
字
が
一
七
一
個
あ
り
（
図
５
、
図
６
）、
併
せ

て
一
八
三
個
の
文
字
し
か
な
い
。
こ
の
墓
誌
蓋
と
墓
誌
銘
の
文
章
は
非
常
に
短

い
が
、
墓
誌
銘
の
言
葉
は
簡
潔
で
要
領
を
得
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の

後
、
各
方
面
か
ら
、
古
代
中
日
の
文
化
交
流
に
関
す
る
多
く
の
情
報
が
伝
わ
り
、

我
々
が
、
今
後
と
も
更
に
深
く
、
唐
代
の
長
安
で
死
去
し
た
日
本
留
学
生
の
井

真
成
墓
誌
及
び
他
の
問
題
を
研
究
す
る
た
め
の
、
た
く
さ
ん
の
新
資
料
を
提
供

さ
れ
た
。
こ
の
墓
誌
は
中
国
で
は
現
在
に
至
る
ま
で
唐
代
の
日
本
人
の
墓
誌
の

初
発
見
例
で
あ
る
の
で
、
直
ち
に
中
日
の
学
界
の
注
目
を
浴
び
る
こ
と
に
な
っ

た
と
言
え
る
。

二
〇
〇
四
年
一
〇
月
一
〇
日
の
午
後
二
時
、
西
北
大
学
は
、
陝
西
歴
史
博
物

館
で
『
首
次
発
現
唐
代
日
本
留
学
生
墓
誌
新
聞
発
布
会
』
と
い
う
初
公
開
式
を

開
催
し
た
。
そ
の
時
、
日
中
友
好
協
会
会
長
平
山
郁
夫
氏
が
出
席
さ
れ
、
西
北

大
学
歴
史
博
物
館
と
大
明
宮
陳
列
館
の
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
記
念
す
る
字
を
揮

毫
し
た
（
図
７
）。
そ
の
同
年
の
一
二
月
一
八
日
と
一
九
日
に
、
西
北
大
学
文

博
学
院
も
ま
た
数
十
人
の
中
日
の
著
名
な
専
門
家
を
招
聘
し
て
、
文
博
学
院
の

会
議
室
で
『
中
古
時
期
中
外
文
化
交
流
学
術
研
討
会
』
と
い
う
討
論
会
を
開
催

し
た
。
こ
の
討
論
会
で
は
、
諸
氏
が
積
極
的
に
発
言
し
、
い
ろ
い
ろ
な
立
場
か

ら
井
真
成
墓
誌
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
検
討
し
、
大
き
な
研
究
成
果
を
得
た
。

こ
の
墓
誌
を
発
見
し
て
か
ら
、
今
に
至
る
ま
で
三
年
以
上
が
経
過
し
た
が
、

そ
の
総
合
的
研
究
の
必
要
性
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
何
故
か

と
言
う
と
、
多
く
の
未
解
決
の
問
題
を
残
し
て
い
る
か
ら
あ
り
、
さ
ら
に
検
討

す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

２

井
真
成
墓
誌
の
形
状
と
サ
イ
ズ

井
真
成
墓
誌
は
実
際
、
他
の
墓
誌
と
同
じ
よ
う
に
、
墓
誌
蓋
と
墓
誌
銘
か
ら

図７ 日中友好協会会長平山郁夫氏が大明宮陳列館で記念する字を揮毫
している様子（王維坤提供)
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な
っ
て
い
る
。
幸
運
に
も
、
二
〇
〇
五
年
四
月
一
四
日
に
西
北
大
学
歴
史
博
物

館
の

麦
明
副
館
長
の
ご
好
意
に
よ
り
、
私
は
そ
の
墓
誌
の
サ
イ
ズ
を
再
び
実

測
し
た
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
こ
の
墓
誌
蓋
は
覆
斗
形
を
呈
し
、
一
辺
の
長
さ

は
三
八
セ
ン
チ
、
厚
さ
は
八
セ
ン
チ
（
そ
の
う
ち
、
縁
の
厚
さ
二
・
八
セ
ン
チ
を

含
む
）、
四
辺
（「
四
刹
」
と
も
言
う
）
と
も
文
様
が
な
く
、
灰
青
石
質
（
建
築
に

使
わ
れ
る
黒
い
石
、
こ
れ
を
「
灰
青
石
」
と
も
俗
称
す
る
）
で
、
表
面
に
篆
書
で

「
贈
尚
衣
奉
御
井
府
君
墓
誌
之
銘
」
の
一
二
個
の
文
字
が
、
右
か
ら
縦
書
き
、

四
行
、
行
ご
と
に
三
字
で
陰
刻
さ
れ
て
い
る
（
図
３
と
図
４
を
参
照
）。
井
真
成

墓
誌
蓋
の
書
き
方
は
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

そ
の
墓
誌
銘
は
ほ
ぼ
正
方
形
を
呈
し
、
四
辺
の
平
均
の
長
さ
は
三
九
・
七
セ

ン
チ
に
近
い
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
横
の
長
さ
は
三
九
〜
三
九
・
三
セ
ン
チ
、

縦
の
長
さ
は
三
九
・
八
〜
四
〇
・
三
セ
ン
チ
、
厚
さ
は
一
〇
セ
ン
チ
、
漢
白
玉

質
（
大
理
石
に
似
た
白
色
の
硬
い
石
、
こ
れ
を
「
唐
白
石
」
と
も
俗
称
す
る
）
で
あ

る
。
墓
誌
文
は
陰
刻
す
る
前
に
方
形
格
を
う
ち
、
格
ご
と
に
一
字
、
楷
書
で
右

か
ら
縦
書
き
、
全
一
二
行
、
行
ご
と
に
一
六
個
の
文
字
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
シ

ョ
ベ
ル
カ
ー
で
破
壊
さ
れ
て
い
た
九
個
の
欠
字
を
含
み
、
合
わ
せ
て
一
七
一
個

の
文
字
が
あ
る
（
図
５
と
図
６
を
参
照
）。

ま
ず
、
井
真
成
墓
誌
の
石
質
・
色
合
い
と
サ
イ
ズ
か
ら
分
析
し
て
み
た
い
。

井
真
成
墓
誌
蓋
の
材
質
は
灰
青
石
質
で
あ
る
が
、
し
か
し
墓
誌
底
の
材
質
は
漢

白
玉
質
で
あ
る
。
一
般
的
に
言
え
ば
、
蓋
の
材
質
は
底
の
材
質
と
ほ
と
ん
ど
同

じ
で
あ
り
、
特
に
墓
誌
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
こ
の
様
子
が
は
っ
き
り
と

見
え
る
。
そ
れ
で
は
、
井
真
成
墓
誌
蓋
と
底
は
、
な
ぜ
違
う
材
質
を
選
択
し
た

の
か
？

私
見
で
は
、
こ
れ
は
た
ぶ
ん
井
真
成
の
意
外
な
死
亡
で
墓
誌
を
製
作

す
る
時
間
の
余
裕
が
な
く
、
急
遽
、
二
つ
の
四
〇
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
の
違
う
材
質

を
選
択
し
、
一
つ
は
蓋
を
造
り
、
も
う
一
つ
は
底
を
造
っ
た
、
と
い
う
可
能
性

が
高
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ま
た
、
井
真
成
墓
誌
の
石
質
の
色
合
い
と
他

の
墓
誌
の
石
質
の
色
合
い
を
比
較
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
も
思
う
。
周
知
の

よ
う
に
、
多
く
の
墓
誌
の
石
質
の
色
合
い
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
灰
青
石
質
に

属
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
井
真
成
墓
誌
の
石
質
の
色
合
い
は
多
く
の
墓

誌
と
違
っ
て
漢
白
玉
質
と
い
う
白
い
石
を
選
択
し
た
の
で
あ
る
。

井
真
成
墓
誌
は
、
な
ぜ
漢
白
玉
質
と
い
う
白
い
石
質
を
選
択
し
た
の
か
？

私
見
で
は
、
白
い
石
の
上
に
彫
ら
れ
た
文
字
も
ま
た
白
色
を
呈
す
る
わ
け
で
、

白
地
に
白
文
字
と
な
っ
て
し
ま
い
、
た
い
へ
ん
見
づ
ら
い
点
は
否
定
で
き
な
い
。

よ
っ
て
彫
ら
れ
た
当
初
、
文
字
に
は
墨
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

例
え
ば
、『
旧
唐
書
』
巻
九
九
「
張
嘉
貞
列
伝
」
に
は
「
張
嘉
貞
、
蒲
州

氏
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人
。
…
…
将
行
、
上
自
賦
詩
、
詔
百
僚
於
上
東
門
外
餞
之
。
至
州
、
於
恒
嶽
廟

中
立
頌
、
嘉
貞
自
為
其
文
、
乃
書
於
石
。
其
碑
用
白
石
為
之
、
素
質
黒
文
、
甚

為
奇
麗
。（
張
嘉
貞
は
、
蒲
州

氏
の
人
な
り
。
…
…
将
に
行
か
ん
と
し
て
、
上
自

ら
詩
を
賦
し
、
百
僚
に
詔
し
て
上
東
門
外
に
於
い
て
之
を
餞
す
。
州
に
至
っ
て
、
恒

嶽
廟
の
中
に
於
い
て
頌
を
立
つ
る
に
、
嘉
貞
自
ら
其
の
文
を
為
り
、
乃
ち
石
に
書
す
。

其
の
碑
に
は
白
石
を
用
い
て
之
を
為
り
、
素
の
質
に
黒
の
文
な
れ
ば
、
甚
は
だ
奇
麗

と
為
す３

）
。）」
と
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
お
そ
ら
く
井
真
成
墓
誌
も
「
素
質
黒

文
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
、
私
は
推
測
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
井
真
成
墓
誌
の
サ
イ
ズ
と
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
言
え
ば
、
石
見
清
裕

氏
の
研
究
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
石
見
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、「
①

誌
石
が
小
さ
い
こ
と
、
②
墓
誌
文
が
短
い
こ
と
、
③
左
部
に
四
行
の
空
白
が
認

め
ら
れ
る
こ
と
、
④
生
前
の
墓
主
の
姿
が
ほ
と
ん
ど
不
明
で
あ
る
こ
と
」
で
あ

る
と
指
摘
し
て
い
る４

）
。
ま
た
、
氣
賀
澤
保
規
氏
も
墓
誌
に
つ
い
て
総
括
的
に
研

究
し
、
以
下
の
諸
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
唐
代
は
墓
誌
が
最
も
多

く
作
ら
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
般
の
誰
も
が
自
由
に
作
る
こ
と
が
で

き
た
わ
け
で
は
な
い
。
政
治
的
、
社
会
的
に
一
定
の
地
位
に
あ
る
も
の
が
、
れ

ん
が
組
み
の
墓
を
築
い
て
埋
葬
さ
れ
る
際
に
、
墓
誌
が
用
意
さ
れ
る
の
が
通
常

で
あ
っ
た
。
し
か
し
死
者
の
ラ
ン
ク
と
墓
誌
の
大
き
さ
は
ほ
ぼ
比
例
し
、
標
準

的
な
と
こ
ろ
で
は
、
高
官
や
皇
族
ク
ラ
ス
で
は
一
辺
八
〇
セ
ン
チ
、
中
上
級
官

人
で
六
〇
セ
ン
チ
、
下
級
官
僚
や
在
地
有
力
層
が
四
〇
セ
ン
チ
程
度
と
な
る
。

わ
が
井
真
成
は
墓
誌
を
作
り
う
る
立
場
に
仲
間
入
り
を
果
た
し
た
ば
か
り
の
位

置
に
い
た
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
」
と
述
べ
る
と
同
時
に５

）
、「
そ
の
上
で
、
贈

官
と
し
て
尚
衣
奉
御
が
贈
ら
れ
た
。
井
真
成
は
唐
朝
の
具
体
的
官
歴
も
は
っ
き

り
せ
ず
（
官
歴
な
し
？
）、
外
国
人
の
立
場
に
あ
っ
た
。
し
か
も
墓
誌
本
体
は
、

高
位
の
贈
官
者
用
と
し
て
は
粗
末
で
小
型
の
作
り
で
あ
り
、
誌
石
面
も
四
分
の

一
が
空
白
に
さ
れ
て
い
る
（
誌
面
は
ふ
つ
う
全
面
が
埋
め
ら
れ
る
）。
と
す
る
と
、

『
な
ぜ
尚
衣
奉
御
が
贈
ら
れ
た
の
か
、
尚
衣
奉
御
と
は
何
か
』
を
考
え
る
こ
と

に
、
井
真
成
の
位
置
や
そ
の
周
辺
を
解
き
ほ
ぐ
す
手
掛
か
り
の
一
つ
が
隠
さ
れ

て
い
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
も
強
調
し
て
い
る６

）
。

な
お
、
伊
藤
和
史
氏
の
紹
介
に
よ
る
と
、「（
井
真
成
の
）
業
績
を
低
く
見
る

見
解
も
出
た
。
見
つ
か
っ
た
墓
誌
は
ほ
ぼ
正
方
形
の
石
だ
が
、
一
辺
三
九
・
五

セ
ン
チ
と
や
や
小
さ
め
。
と
く
に
記
す
べ
き
業
績
の
な
い
被
葬
者
の
場
合
、
追

悼
の
字
数
が
少
な
く
な
り
、
墓
誌
も
小
ぶ
り
に
な
る
と
い
う
相
関
関
係
が
あ
る

と
い
う
。
官
職
に
つ
い
て
い
た
こ
と
を
否
定
的
に
見
る
意
見
も
当
然
出
て
く

る
」
と
述
べ
て
い
る７

）
。

そ
れ
で
は
、
井
真
成
の
業
績
は
本
当
に
低
い
の
か
？

そ
の
墓
誌
の
サ
イ
ズ

も
本
当
に
小
さ
い
の
か
？

以
上
の
疑
問
点
に
つ
い
て
考
え
る
に
は
、
発
掘
し

て
出
土
し
た
他
の
同
じ
よ
う
な
レ
ベ
ル
の
墓
誌
と
比
較
し
た
り
、
研
究
し
た
り

す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
ま
ず
、
墓
誌
資
料
の
比
較
対
象
と
し
て
、
則
天
武

后
の
長
安
四
年
（
七
〇
四
）
七
月
一
九
日
の
「
唐
故
尚
薬
奉
御
蔣
府
夫
劉
氏

（
令
淑
）
墓
誌
銘
」
を
提
示
し
よ
う
。
こ
の
墓
誌
も
、
正
方
形
を
な
し
、
一
辺

は
三
三
・
五
セ
ン
チ
で
あ
る８

）
。
劉
氏
（
令
淑
）
の
墓
誌
は
井
真
成
墓
誌
の
サ
イ
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ズ
よ
り
各
辺
六
セ
ン
チ
以
上
小
さ
い
。
し
か
し
、
両
者
を
比
較
す
る
う
え
で
は
、

同
じ
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
違
う
と
こ
ろ
も
あ
る
。
周
知
の
如
く
、
井
真
成
が
皇

帝
か
ら
も
ら
っ
た
官
位
は
「
天
子
の
衣
服
を
供
す
る
を
掌
る
」
と
い
う９

）
「
尚
衣

奉
御
」
で
あ
っ
て
、
劉
氏
は
「
天
子
の
薬
を
供
す
る
を
掌
る
」
と
い
う
「
尚
薬

奉
御
」
蔣
氏
の
夫
人
で
あ
る
。「
尚
薬
奉
御
」
も
「
尚
衣
奉
御
」
も
ど
ち
ら
も

「
従
五
品
上
」
の
官
位
で
、
そ
れ
ほ
ど
高
く
は
な
い
。
た
だ
し
「
唐
故
尚
薬
奉

御
」
が
、
生
前
に
「
尚
薬
奉
御
」
の
職
に
昇
進
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
に

対
し
て
、
井
真
成
の
「
贈
尚
衣
奉
御
」
は
、
死
後
に
贈
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、

生
前
に
は
こ
の
職
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
両
者
は
職
責
こ
そ

同
等
な
が
ら
、
実
態
は
異
な
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
の
職
責
が
一
芸

に
秀
で
た
工
匠
や
皇
族
な
ど
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
る
職
で
あ
り
、
普
通
で
は
得

ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
死
後
に
贈
ら
れ
た
「
尚
衣
奉
御
」
と
は
い
え
、

何
ら
か
の
根
拠
、
つ
ま
り
生
前
の
井
真
成
が
唐
玄
宗
李
隆
基
に
関
係
す
る
役
目

に
あ
っ
た
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
尚
薬
奉
御
の
夫
人
の
墓
誌
と
、
尚
薬
奉
御
自
身
の
墓
誌
と
は
同

じ
で
は
な
い
が
、
井
真
成
墓
誌
の
研
究
に
は
、「
六
尚
」（
尚
食
・
尚
薬
・
尚

衣
・
尚
舎
・
尚
乗
・
尚
輦
）
の
「
奉
御
」
に
関
連
す
る
墓
お
よ
び
墓
誌
と
の
比

較
検
討
が
欠
か
せ
な
い
。
例
え
ば
、「
大
唐
贈
韋
城
県
主
韋
氏
墓
誌
銘
」
に
は

「
春
秋
六
歳
、
以
儀
鳳
三
年
（
六
七
八
）
夭
於
韋
曲
□
私
第
、
嗚
呼
哀
哉
！
﹇
中

略
﹈
乃
降
□
□
韋
城
県
主
、
仍
与
故
贈
尚
衣
奉
御

陽
鄭

□
幽
婚
焉
。（
春

秋
六
歳
に
し
て
、
儀
鳳
三
年
（
六
七
八
）
を
以
て
、
韋
曲
□
の
私
第
に
夭
す
、
嗚

呼
哀
し
い
哉
！
﹇
中
略
﹈
乃
ち
□
□
韋
城
県
主
を
降
し
、
仍
っ
て
故
贈
尚
衣
奉

御

陽
鄭

□
と
幽
婚
せ
り10

）
。）」
と
あ
る
。
こ
の
「
故
贈
尚
衣
奉
御

陽
鄭

□
幽
婚
」
と
い
う
墓
誌
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
今
後
の
井
真
成
墓
誌
の
研
究
に

と
っ
て
重
要
な
対
比
資
料
と
も
な
る
。

実
際
に
は
、
石
見
清
裕
氏
は
、
次
の
よ
う
に
井
真
成
墓
誌
を
比
較
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

「
そ
れ
（
井
真
成
墓
誌
研
究＝

筆
者
注
）
を
行
う
た
め
に
最
も
有
効
な
方
法

は
、
他
の
墓
誌
中
に
本
墓
誌
と
似
た
特
徴
を
有
す
る
も
の
を
探
し
出
し
、

そ
れ
と
比
較
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
比
較
す
る
墓
誌
は
、
本
墓
誌
の
作
成

と
さ
ほ
ど
時
代
が
か
け
離
れ
ず
、
し
か
し
長
安
周
辺
に
埋
葬
さ
れ
た
も
の

で
、
さ
ら
に
は
本
墓
誌
と
同
様
に
唐
人
か
ら
見
て
外
国
人
で
あ
る
と
い
う

条
件
を
満
た
す
ケ
ー
ス
が
、
理
想
的
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
視
点
に
立
っ

て
唐
代
墓
誌
を
通
覧
す
れ
ば
、
こ
こ
に
あ
る
一
つ
の
墓
誌
を
提
示
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
天
宝
三
載
（
七
四
四
）
の
刻
年
を
も
つ
「
九
姓
突とつ
けつ

契けい
ひつ

李り
中ちゆう
郎ろう
墓
誌
」
で
あ
る
。
以
下
に
、
原
文
に
極
力
忠
実
に
録
文
を
掲
げ

て
み
よ
う
（
便
宜
上
、
句
読
点
を
付
し
、
古
体
・
別
体
字
は
本
字
で
示
す
）。

１

故

九

姓

突

契

李

中

郎
、贈

右

領

軍

衛

２

大

将

軍

墓

誌

文

３

大

唐

故

九

姓

突

、贈

右

領

軍

衛

大

将

軍

李

４

中

郎

者
、西

北

蕃

突

渠

帥

之

子

也
。家

承

声
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墓
主
は
、
隋
唐
時
代
に
モ
ン
ゴ
リ
ア
北
部
に
分
布
し
て
い
た
ト
ル
コ
系

（
究

はT
u
rk

の
漢
字
音
写
）
の
契

部
の
出
身
で
第
四
行
「
渠
帥
之
子
」

の
記
述
か
ら
、
部
族
長
ク
ラ
ス
の
家
柄
の
者
と
思
わ
れ
る
。「
李
中
郎
」

は
諱
と
見
る
の
は
不
自
然
で
、
李
は
唐
室
か
ら
の
賜
姓
、
中
郎
は
中
郎
将

（
正
四
品
下
）
の
略
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
誌
石
は
縦
・
横
約
五
四
セ
ン

チ
で
、「
井
真
成
墓
誌
」
と
の
規
模
の
差
は
両
者
の
身
分
差
と
見
て
よ
い

で
あ
ろ
う
（
李
中
郎
の
贈
官
「
右
領
軍
衛
大
将
軍
」
は
正
三
品
）。
刻
文
さ
れ

た
天
宝
三
載
（
七
四
四
）
は
、「
井
真
成
墓
誌
」
の
一
〇
年
後
に
あ
た
り
、

第
九
行
に
見
え
る
埋
葬
地
「
長
楽
原
」
は
、
井
真
成
の
埋
葬
地
に
近
い
長

安
の
東
郊
七
里
に
あ
り
、
下
を

水
が
流
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
墓
誌
文
は
、
毎
行
一
六
字
、
全
一
三
行
、
書
体
は
楷
書
体

で
、
誌
面
の
左
側
に
三
行
分
の
空
白
が
認
め
ら
れ
る
。
一
行
の
字
数
は

「
井
真
成
墓
誌
」
と
同
じ
で
、
行
数
は
一
行
多
い
が
、
誌
題
が
二
行
に
わ

た
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
誌
序
・
銘
文
の
行
数
も
左
部
の
空
白
分

も
、「
井
真
成
墓
誌
」
と
全
く
同
様
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る11

）
」

と
い
う
意
見
は
、
私
も
支
持
し
て
い
る
。

墓
誌
銘
文
の
左
部
の
空
白
に
つ
い
て
、
上
述
の
九
姓
突

契

李
中
郎
墓
誌

銘
以
外
に
、
私
は
最
近
も
う
一
つ
の
例
で
あ
る
「
大
周
長
安
三
年
（
七
〇
三
）

故
亡
宮
三
品
墓
誌
銘
」
と
い
う
墓
誌
の
実
物
資
料
を
見
つ
け
た
。
そ
の
墓
誌
銘

の
配
置
は
、
次
の
如
く
で
あ
る
（
図
８
）。

こ
の
墓
誌
は
、
一
九
八
六
年
に
陝
西
省
礼
泉
県
昭
陵
郷
魏
陵
村
南
曹
姓
院
の

内
か
ら
出
土
し
、
現
在
は
昭
陵
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
墓
誌
銘
は

正
方
形
を
呈
し
、
各
辺
の
長
さ
は
五
一
セ
ン
チ
で
あ
り
、
厚
さ
は
九
・
九
セ
ン

チ
で
あ
る
。
墓
誌
文
は
陰
刻
す
る
前
に
方
形
格
を
う
ち
、
格
ご
と
に
一
字
、
楷

書
で
右
か
ら
縦
書
き
、
全
九
行
、
行
ご
と
に
一
四
個
（
第
三
行
だ
け
は
一
五
個
）

の
文
字
が
あ
り
、
合
わ
せ
て
一
二
七
個
の
文
字
で
あ
る
。
こ
の
墓
誌
の
制
作
年

代
は
、
則
天
武
后
大
周
長
安
三
年
（
七
〇
三
）
で
あ
る
の
で
、
墓
誌
銘
の
内
に

数
個
の
「
則
天
文
字
」（
武
則
天
は
女
帝
に
な
っ
て
自
ら
「
李
唐
」
の
国
名
を
「
武

周
」
と
改
名
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
自
分
の
名
前
で
あ
る
「

」
を
含
む
一
八
個
の

文
字
を
造
っ
た
の
で
、「
則
天
文
字
」
と
さ
れ
て
い
る
）
が
あ
る12

）
。
例
え
ば
、
人
・

年
・
月
・
日
の
書
き
方
は
、
い
ず
れ
も
則
天
文
字
で
あ
る
。
則
天
武
后
は
六
八

５

朔

之

教
、身

奉

朝

宗

之

礼
。解

其

左

、万

里

入

６

臣
。由

余

事

秦
、彼

有

慙

色
、日

帰

漢
、何

能

加

７

此
。天

宝

三

載

九

月

日
、

疾

終

於

藁

街
。

８

聖

恩

軫

悼
、贈

右

領

軍

衛

大

将

軍
。以

其

載

十

９

一

月

七

日
、安

於

長

楽

原
。礼

也
。鴻

護

葬
、

10

庶

事

官

給
、著

作

司

銘
、遺

芬

是

記
。哀

栄

之

礼
、

11

国

典

存

焉
。其

詞

曰
、

12

懐

音

展

誠
、寵

亡

申

命
。夷

夏

哀

栄
、於

茲

為

盛
。

13

厚

朝

賜
、長

阡

官

ト

紀

銘

芳

珉
、敢

告

陵

谷
。

以
下
、
三

行

分

空

白
）
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九
年
一
二
月
二
五
日
か
ら
七
〇
五
年
一
月
ま
で
先
後
し
て
一
八
個
の
文
字
を
自

ら
造
っ
た
。
こ
れ
ら
の
文
字
は
考
古
学
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
分
期
と
時
代
を

区
分
す
る
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
「
圀
」
と
い
う
文
字
は
古
代
の
日

本
に
か
な
り
影
響
を
与
え
た
。
実
際
、
私
は
す
で
に
一
九
九
七
年
に
、
則
天
文

字
を
研
究
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
論
文
は
上
田
正
昭
氏
編
の
『
古
代
の
日
本

と
渡
来
の
文
化
』
と
い
う
論
文
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る13

）
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
故
亡

三
品
墓
誌
左
部
に
七
行
の
空
白
が
あ
り
、

井
真
成
墓
誌
左
部
に
四
行
空
白
が
あ
り
、
九
姓
突

契

李
中
郎
墓
誌
左
部
に

三
行
の
空
白
が
あ
る
理
由
で
あ
る
。
こ
の
問
題
点
は
、
以
前
、

麦
明
副
館
長

が
研
究
し
た
こ
と
が
あ
る
。

氏
の
研
究
に
よ
る
と
、「
墓
誌
文
の
後
に
空
白

四
行
が
あ
り
、
空
白
を
空
け
て
外
国
文
字
を
刻
み
つ
け
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、

こ
こ
に
日
本
文
字
を
刻
み
つ
け
て
い
な
い
の
は
、
た
ぶ
ん
時
間
ぎ
り
ぎ
り
で
間

に
合
わ
な
か
っ
た
の
か
、
あ
る
文
字
は
日
本
語
で
翻
訳
で
き
な
い
の
か
、
他
の

原
因
で
刻
み
つ
け
て
い
な
い
の
か
、
ま
だ
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
」
と
解
釈
し

た14
）

。
周
知
の
よ
う
に
、
七
世
紀
頃
の
日
本
は
、
相
変
わ
ら
ず
「
無
文
字
、
惟
刻

木
結
縄
」
と
い
う
記
事
の
歴
史
発
展
段
階
に
あ
た
る
の
で
あ
る15

）
。

し
か
し
、
日
本
考
古
学
の
発
見
か
ら
見
る
と
、
私
は
こ
の
『
隋
書
』
の
記
載

は
成
り
立
た
な
い
と
思
う
。
平
川
南
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
戦
後
の
古
代
史
・
考
古
学
・
国
語
学
・
国
文
学
に
関
わ
る
最
大
の
発
見

は
何
か
、
と
問
わ
れ
た
な
ら
ば
、
私
は
即
座
に
、
一
九
七
八
年
、
埼
玉
県

行
田
市
稲
荷
山
古
墳
か
ら
出
土
し
た

辛
亥
年
」
銘
鉄
剣
で
あ
る
と
断
言

す
る
で
あ
ろ
う
（
正
確
に
は
、
鉄
剣
の
出
土
は
一
九
六
八
年
で
、
銘
文
の
判

明
が
一
九
七
八
年＝

筆
者
注
）。
鉄
剣
に
は
鮮
や
か
な
金
象
嵌
の
一
一
五
文

字
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
た
。﹇
中
略
﹈
こ
の
鉄
剣
銘
の
発
見
に
よ
っ
て

「
古
代
社
会
と
文
字
の
は
じ
ま
り
」
の
議
論
は
学
界
内
外
で
大
い
に
沸
騰

し
た
の
で
あ
る
。﹇
中
略
﹈
こ
の
鉄
剣
の
発
見
は
画
期
的
な
出
来
事
だ
っ

た
と
評
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
稲
荷
山
鉄
剣
発
見
か
ら
二
十
年
を
経
た
一

九
八
八
年
、
千
葉
県
市
原
市
稲
荷
台
一
号
墳
か
ら
、

王
賜
」に
始
ま
る
銀

図８ 大周長安３年（703）故亡宮三品墓誌銘の拓本写真（王維坤提供)

１２３４５６７８９16 15 14 13 12 11 10
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象
嵌
七
文
字
の
銘
文
を
持
つ
鉄
剣
も
出
土
し
た
（
正
確
に
は
、
銘
文
の
判

明
が
一
九
八
八
年
。
刻
ま
れ
て
い
た
文
字
は
推
定
12
文
字＝

筆
者
注
）。
こ
の

銘
文
は
古
代
国
家
形
成
期
に
お
け
る
王
か
ら
の
「
下
賜
刀
」
の
典
型
的
文

型
と
考
え
ら
れ
る
。
五
世
紀
半
ば
と
い
う
鉄
剣
の
年
代
か
ら
、
こ
の
銘
文

は
日
本
で
書
か
れ
た
最
古
の
も
の
と
さ
れ
た
。﹇
中
略
﹈
と
こ
ろ
が
、
二
、

三
年
前
か
ら
突
如
と
し
て
新
聞
紙
上
に
相
次
い
で
「
日
本
最
古
の
文
字

か
」
と
い
う
見
出
し
が
載
り
は
じ
め
た
。
報
道
は
、
二
〜
四
世
紀
ご
ろ
の

土
器
な
ど
に
一
文
字
ま
た
は
数
文
字
が
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
し

か
し
、
こ
れ
ら
の
一
つ
な
い
し
二
つ
の
文
字
は
、
文
章
を
な
し
て
い
な
い

点
か
ら
い
え
ば
、
や
は
り
文
字
の
は
じ
ま
り
の
問
題
と
は
一
線
を
画
し
て

考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
中
国
や
朝
鮮
半
島
と
緊
密
に
交
流
し
て
い
た
列
島

各
地
で
、
鏡
や
銅
銭
な
ど
に
記
さ
れ
た
文
字
が
漢
字
と
し
て
認
識
さ
れ
て

い
た
の
か
、
あ
る
い
は
一
種
の
記
号
・
文
様
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た

の
か
、
そ
れ
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
未
知
の
文
物
と
し
て
日
本
人
に
強
い

印
象
を
与
え
た
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
文
字
を
持
た
な
か
っ
た
日
本

で
は
、
中
国
と
外
交
関
係
を
結
ん
だ
時
点
で
は
じ
め
て
漢
字
・
漢
文
に
よ

る
外
交
文
書
が
作
成
さ
れ
た
。
そ
れ
が
日
本
列
島
に
お
け
る
文
字
の
は
じ

ま
り
と
い
え
る16

）
」。

換
言
す
れ
ば
、
七
世
紀
頃
の
日
本
で
は
、
文
字
は
あ
っ
て
も
、
い
ず
れ
も
中

国
の
漢
字
に
倣
う
文
字
で
あ
っ
た
と
思
う
。
七
一
二
年
、
太
安
万
侶
撰
録
の
現

存
す
る
日
本
最
古
の
史
書
『
古
事
記
』、
七
二
〇
年
に

人
親
王
、
太
安
万
侶

等
の
撰
に
よ
る
『
日
本
書
紀
』、
及
び
そ
れ
以
後
に
編
纂
さ
れ
た
『
続
日
本
紀
』

も
、
す
べ
て
漢
文
で
書
か
れ
た
書
物
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
刻
み
つ
け
て
い

る
七
三
四
年
の
井
真
成
墓
誌
に
は
、
明
ら
か
に
「
空
白
を
空
け
て
外
国
文
字
を

刻
み
つ
け
る
」
等
の
問
題
は
存
在
し
て
い
な
い
と
思
う
。
と
に
か
く
、
上
述
の

こ
と
か
ら
見
る
と
、
墓
誌
銘
の
後
ろ
に
三
行
、
四
行
ひ
い
て
は
七
行
を
空
け
て

い
る
の
は
、「
空
白
を
空
け
て
外
国
文
字
を
刻
み
つ
け
る
」
た
め
で
は
な
く
、

た
ぶ
ん
墓
主
生
前
の
業
績
の
多
少
と
何
か
関
係
が
あ
る
と
考
え
て
い
る17

）
。
例
え

ば
、
故
亡
宮
三
品
墓
誌
の
七
行
空
白
は
従
五
品
上
の
井
真
成
墓
誌
の
四
行
空
白

と
比
べ
れ
ば
、
大
体
分
か
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
墓
主
生
前
の
身
分
は
直
接
に
墓
誌
の
サ
イ
ズ
と
関
係
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
従
五
品
上
の
「
贈
尚
衣
奉
御
」
と
い
う
井
真
成
墓
誌
の
サ
イ

ズ
は
、
各
辺
ほ
ぼ
三
九
・
七
セ
ン
チ
に
近
い
。
故
亡
宮
三
品
墓
誌
の
各
辺
の
長

さ
は
五
一
セ
ン
チ
で
あ
る
。
九
姓
突

契

の
正
三
品
の
「
贈
右
領
軍
衛
大
将

軍
」
と
い
う
李
中
郎
墓
誌
の
サ
イ
ズ
は
、
縦
・
横
約
五
四
セ
ン
チ
で
あ
り
、
従

五
品
上
の
「
唐
故
尚
薬
奉
御
」
蔣
府
夫
人
劉
氏
（
令
淑
）
墓
誌
の
サ
イ
ズ
は
、

各
辺
僅
か
三
三
・
五
セ
ン
チ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
見
る
と
、
各
々
生
前
の

身
分
に
よ
っ
て
、
墓
誌
の
大
き
さ
も
違
う
は
ず
で
あ
る
が
、
し
か
し
井
真
成
墓

誌
の
サ
イ
ズ
は
、
確
か
に
平
均
的
な
墓
誌
の
サ
イ
ズ
よ
り
も
小
さ
く
は
あ
る
が
、

小
さ
す
ぎ
る
、
と
ま
で
は
言
え
な
い
と
思
う
。
残
念
な
こ
と
に
、
こ
れ
ま
で
す

で
に
数
基
の
墓
葬
に
お
よ
ぶ
墓
誌
資
料
が
公
表
さ
れ
て
い
る
が
、
サ
イ
ズ
の
記

載
を
欠
い
た
資
料
が
多
く
、
直
接
現
物
に
あ
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
も
あ
れ
、
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「
従
五
品
上
」
の
墓
と
墓
誌
、
と
く
に
「
六
尚
」
の
「
奉
御
」
に
相
当
す
る
そ

れ
、
な
か
で
も
「
贈
尚
衣
（
食
・
薬
・
舎
・
乗
・
輦
）
奉
御
」
の
墓
と
墓
誌
の

出
土
が
、
井
真
成
墓
誌
の
謎
を
解
く
鍵
と
な
る
だ
ろ
う
。

３

井
真
成
葬
期
の
推
定

こ
こ
で
、
も
う
一
つ
注
目
に
値
す
る
こ
と
は
、
井
真
成
葬
期
で
あ
る
。
井
真

成
墓
誌
に
よ
れ
ば
、
彼
が
「
官
弟
（
第
）」
に
没
し
た
の
は
、「
開
元
廿
二
年
正

月
□
日
」
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
罫
線
と
字
の
大
き
さ
か
ら
推
し
て

一
字
の
日
付
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
一
（
朔
）・
二
・

三
・
四
・
五
・
六
・
七
・
八
・
九
・
十
日
か
、
廿
日
な
い
し
は
卅
日
の
い
ず
れ

か
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
陳
垣
撰
、
董
作
賓
増
補
の
『
増
補
二
十

史
朔
閏
表
』
に
よ
れ
ば
、「
開
元
廿
二
年
」
は
小
の
月
に
当
た
り
、
三
〇
日
そ

の
も
の
が
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
該
当
す
る
日
付
と
し
て
は
、
一
（
朔
）

〜
十
日
か
、「
廿
」（
二
〇
）
日
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
そ

の
亡
骸
が
萬
年
縣

水
東
原
に
葬
ら
れ
た
の
は
二
月
四
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
井
真
成
の
死
去
か
ら
葬
儀
ま
で
の
期
間
は
、
最
長
で
も
三
三
日
、

最
短
の
場
合
に
は
一
三
日
で
あ
っ
た
と
、
矢
野
建
一
氏
は
考
え
ら
れ
る18

）
。

し
か
し
、
最
近
、
私
は
も
う
一
つ
の
例
で
あ
る
「
唐
尚
衣
奉
御
唐
君
妻
故
河

南
縣
君
元
氏
墓
誌
銘
」
と
い
う
資
料
を
見
つ
け
た
。
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、

井
真
成
の
葬
期
と
比
べ
ら
れ
る
考
古
学
資
料
に
な
る
。「
唐
尚
衣
奉
御
唐
君
妻

故
河
南
縣
君
元
氏
墓
誌
銘
」
の
記
載
に
よ
る
と
、「
夫
人
諱
萬
子
、
河
南
洛
陽

人
。
曾
祖
父
、
隋
尚
書
左
僕
射
、
…
…
以
顕
慶
二
年
（
六
五
七
）
十
二
月
三
日

疾
、
終
於
萬
年
（
縣
）
之
安
仁
里
第
、

以
三
年
（
六
五
八
）
正
月
十
四
日

於
萬
年
南
原
。（
夫
人
は
萬
子
を
諱いみなと
す
、
河
南
洛
陽
人
で
あ
る
。
曾
祖
父
は
、

隋
の
尚
書
左
僕
射
で
、
…
…
顕
慶
二
年
（
六
五
七
）
十
二
月
三
日
を
以
て
疾
に

っ

て
、
萬
年
（
縣
）
の
安
仁
里
第
に
終
り
、

に
三
年
（
六
五
八
）
正
月
十
四
日
を
以

て
萬
年
の
南
原
に

す19
）

。）」。
そ
の
唐
夫
人
の
死
去
か
ら
葬
儀
ま
で
の
期
間
は
、

あ
わ
せ
て
四
二
日
で
あ
る
。
夫
人
で
も
こ
れ
ほ
ど
長
い
の
で
あ
る
か
ら
、
家
主

の
場
合
は
も
っ
と
長
い
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、「
九
姓
突

契

李
中
郎
墓
誌
」

の
「
贈
右
領
軍
衛
大
将
軍
」（
い
わ
ゆ
る
正
三
品
）
の
李
中
郎
は
、
天
宝
三
載

（
七
四
四
）
九
月
廿
二
日
に
疾
に

っ
て
藁
街
に
終
り
、
そ
の
年
一
一
月
七
日

に
長
楽
原
に
埋
葬
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
葬
期
を
計
算
す
る
と
、
四
六
日
の

長
さ
に
達
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
井
真
成
の
最
長
で
も
三
三
日
の
葬
期
は
、「
九
姓
突

契

李
中
郎
墓
誌
」
の
四
六
日
の
葬
期
と
比
べ
れ
ば
、
一
三
日
短
い
。
と
く
に
唐
夫

人
の
四
二
日
の
葬
期
と
比
べ
て
も
、
八
日
短
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
井

真
成
の
死
去
と
葬
儀
の
期
間
は
、
比
較
的
短
か
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ

の
間
に
存
在
し
た
色
々
な
違
い
は
た
ぶ
ん
井
真
成
の
低
い
身
分
と
、
突
然
で
意

外
な
死
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
に
か
く
、
私
の
見
た
と
こ

ろ
で
は
、
井
真
成
墓
誌
は
「
九
姓
突

契

李
中
郎
墓
誌
」
の
サ
イ
ズ
・
葬

期
・
葬
地
な
ど
の
問
題
と
比
較
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
唐
玄
宗
の
「
皇
上
は
哀
傷
し
、

65

西安で発見された在唐日本留学生・井真成墓誌の最新研究



追
崇
す
る
にき
典まり
有
り
、

詔
みことのりし

て
、
尚
衣
奉
御
を
贈
る
」
と
い
う
待
遇
は
あ
る

程
度
分
か
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
さ
に
石
見
清
裕
氏
の
指
摘
し
た
通
り
、
つ
ま

り
、「
唐
が
井
真
成
に
特
別
の
待
遇
を
与
え
た
な
ど
と
解
し
て
も
い
け
な
い
。

ま
し
て
や
、
本
墓
誌
の
撰
者
を
阿
倍
仲
麻
呂
と
見
る
あ
る
作
家
の
推
測
（『
週

刊
朝
日
』
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
二
九
日
号
）
が
入
り
込
む
余
地
な
ど
、
全
く
な
い

の
で
あ
る20

）
」。
私
も
同
じ
見
方
を
持
っ
て
い
る
。

４

井
真
成
墓
誌
文
の
配
置
と
考
釈

こ
こ
で
は
、
ま
ず
井
真
成
墓
誌
文
の
配
置
か
ら
観
察
し
よ
う
と
思
う
。
上
に

述
べ
た
よ
う
に
、
墓
誌
文
は
陰
刻
す
る
前
に
方
形
格
を
う
ち
、
格
ご
と
に
一
字
、

楷
書
で
右
か
ら
縦
書
き
、
全
一
二
行
、
行
ご
と
に
一
六
字
で
あ
り
、
そ
の
う
ち

九
字
の
欠
字
を
含
み
、
合
わ
せ
て
一
七
一
字
で
あ
る
。
指
摘
し
て
お
く
べ
き
は
、

墓
誌
の
上
端
部
に
破
損
が
若
干
あ
り
、
最
上
部
一
行
の
九
字
が
完
全
に
は
識
別

し
が
た
い
点
で
あ
る
が
、
墓
誌
文
の
全
体
的
解
釈
に
は
大
き
な
影
響
を
与
え
な

い
。
と
く
に
井
真
成
墓
誌
文
の
配
置
は
、「
贈
右
領
軍
衛
大
将
軍
」
と
い
う
正

三
品
の
李
中
郎
墓
誌
の
配
置
と
比
べ
れ
ば
、
両
者
の
墓
誌
が
い
ず
れ
も
秘
書
省

著
作
局
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
換
言
す
れ
ば
、
後
者
の
李
中

郎
墓
誌
の
空
白
は
、
実
際
に
前
者
の
井
真
成
墓
誌
の
空
白
と
性
格
が
同
じ
で
あ

る
と
も
思
う
。

４-

１

井
真
成
墓
誌
文
の
配
置

井
真
成
墓
誌
文
の
配
置
は
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

１

贈

尚

衣

奉

御

井

公

墓

誌

文
。

序
。

２

公

姓

井
、字

真

成
。國

号

日

本
。才

天

、故

能

３

命

遠

邦
、馳

上

國
。蹈

禮

楽
、襲

衣

冠
、束

帯

４

而

朝
、難

与

矣
。豈

強

学

不

倦
、問

道

未

終
、

５

遇

移

舟
、

奔

、以

開

元

廿

二

年

正

月

６

一

日
、乃

終

于

官

弟
、春

秋

卅

六
。

皇

上

７

哀

傷
、追

崇

有

典
。詔

贈

尚

衣

奉

御
、葬

令

官

８

給

。即

以

其

年

二

月

四

日

于

萬

年

縣

水

９

東

原
、禮

也
。嗚

呼

素

車

暁

引
、丹

行

哀
、嗟

遠

10

道

頽

暮

日
、指

窮

郊

悲

夜

臺
。其

辭

曰
、

11

死

乃

天

常
、哀

茲

遠

方
、形

既

埋

於

異

土
、魂

庶

12

帰

於

故

郷
。

1314

四

行

分

空

白
）

1516注
）
こ
の
中
に
は
次
の
よ
う
に
五
つ
の
異
体
字
が
あ
る
。
３
行
目
の
「

」
は
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４-

２

井
真
成
墓
誌
文
の
解
読

贈
尚
衣
奉
御
井
公
の
墓
誌
の
文
。
序

せ
た
り
。

公
、
姓
は
井
、
字
は
真
成
。
国
は
日
本
と
号
す
。
才
、
天
の
縦
せ
る
に
称

う
、
故
に
能
く
命
を
遠
邦
に

み
、
上
国
に
馳
せ
聘
う
（
さ
っ
そ
く
、
招

聘
に
応
ず
る
）。
礼
楽
を
蹈
み
て
、
衣
冠
を
襲
い
、
束
帯
し
て
朝
に
而

ち
、

与
に

い
た
り
難
し
。
豈
図
ら
む
や
、
強
学
し
て
倦
ま
ず
、
道
を
問
う
こ

と
未
だ
終
ら
ざ
る
に
、

に
移
舟
に
遇
い
、

に
奔

に

う
を
や
。
開

元
廿
二
年
（
七
三
四
）
正
月
一
日
を
以
て
、
乃
ち
官
弟
（
第
）
に
終
わ
る
、

春
秋
、
卅
六
。
皇
上
、
哀
く
傷
み
て
、
追
崇
す
る
に
典
有
り
。
詔
し
て
尚

衣
奉
御
を
贈
り
、
葬
は
官
を
令
て
給
せ
し
む
。
即
ち
其
の
年
の
二
月
四
日

を
以
て
萬
年
縣
の

水
の
東
原
に

む
る
、
礼
な
り
。
嗚
呼
、
素
車
暁
に

引
か
れ
、
丹

行
く
こ
と
哀
れ
な
り
、
遠
道
を
嗟
き
て
暮
日
を
頽
し
、
窮

郊
を
指
し
て
夜
臺
を
悲
し
む
。
其
の
辞
に
曰
く
、
死
は
乃
ち
天
の
常
、
茲

の
遠
方
な
る
を
哀
し
む
。
形
は
既
に
異
土
に
埋
も
れ
、
魂
は
故
郷
に
帰
ん

こ
と
を
庶
う
。

こ
こ
で
説
明
し
た
い
の
は
、
以
前
の
「
上
国
に
馳
せ
聘
う
（
さ
っ
そ
く
、
招

聘
に
応
ず
る
）」
と
い
う
解
釈
に
つ
い
て
は
、
私
を
含
む
学
界
の
同
仁
さ
え
も
、

ず
い
ぶ
ん
間
違
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
度
、
私
が
こ
の
「

」
の

字
を
拡
大
し
て
よ
く
観
察
す
る
と
、
こ
の
字
は
や
は
り
「
馬
」
偏
で
あ
り
、

「
身
」
偏
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
字
は
「

」
の
異
体
字
で
あ
る
。
そ

う
す
る
な
ら
ば
、「
上
国
（
筆
者
注
‥
大
唐
を
指
す
）
に
馳
せ
聘
う
（
さ
っ
そ
く
、

招
聘
に
応
ず
る
）」
と
い
う
意
味
よ
り
も
む
し
ろ
上
国
に
さ
っ
そ
く
行
く
（
本
文

筆
者
注
‥
活
躍
す
る
と
か
駆
け
回
る
こ
と
を
形
容
す
る
。
つ
ま
り
、
さ
っ
そ
く
上
京

す
る
）
と
す
る
ほ
う
が
理
解
し
や
す
い
と
思
う
。
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
上
句

の
「
才
、
天
の
縦
せ
る
に
称
う
、
故
に
能
く
命
を
遠
邦
に

み
」
と
も
、
完
全

に
一
致
す
る
で
あ
ろ
う
。

４-

３

井
真
成
墓
誌
文
の
解
釈
と
欠
字
の
考
証

４-

３-

１

「
贈
尚
衣
奉
御
」
の
中
の
「
尚
衣
奉
御
」
と
い
う
官
職
は
、
隋

唐
時
期
の
「
尚
衣
局
」
の
下
の
一
種
の
職
事
官
で
あ
っ
た
。
唐
の
李
隆
基
撰
、

李
林
甫
注
の
『
大
唐
六
典
』
巻
一
一
の
記
載
に
よ
る
と
、「
尚
衣
局
、
奉
御
二

人
、
従
五
品
上
。
…
…
隋
門
下
省
有
御
府
局
監
二
人
。
大
業
三
年
（
六
〇
七
）

分
属
殿
内
省
。
其
後
又
改
為
尚
衣
局
、
皇
朝
因
之
。
龍
朔
二
年
（
六
六
二
）、

改
為
奉

大
夫
。
咸
亨
元
年
（
六
七
〇
）
復
旧
。
…
…
尚
衣
奉
御
、
掌
供
天
子

衣
服
。
詳
其
制
度
、
辨
其
名
数
、
而
供
其
進
御
。（
尚
衣
局
、
奉
御
二
人
、
従
五

「

」
、
４
行
目
の
「

」
は
「
図
」
、
５

行

目

の
「

」
は
「
隙
」
、
「

」
は

「
逢
」、
６
行
目
の
「
弟
」
は
「
第
」
の
異
体
字
で
あ
る
。

な
お
、
墓
誌
文
中
の
□
は
欠
字
で
あ
り
、
□
の
中
の
文
字
は
推
測
さ
れ
る
欠
字
の

文
字
で
あ
る
。
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品
上
な
り
。
…
…
隋
の
門
下
省
に
御
府
局
監
二
人
有
り
。
大
業
三
年
（
六
〇
七
）、

分
か
た
れ
て
殿
内
省
に
属
す
。
其
の
後
又
改
め
て
尚
衣
局
と
為
し
、
皇
朝
は
之

に
因
る
。
龍
朔
二
年
（
六
六
二
）、
改
め
て
奉

大
夫
と
為
し
、
咸
亨
元
年
（
六

七
〇
）、
旧
に
復
す
。
…
…
尚
衣
奉
御
は
、
天
子
の
衣
服
を
供
す
る
を
掌
る
。

其
の
制
度
を
詳
ら
か
に
し
、
其
の
名
数
を
辨
じ
、
而
し
て
其
の
進
御
に
供

す
。）」
と
あ
る21

）
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
尚
衣
奉
御
」
の
主
な
責
務
は
、「
天
子
の

衣
服
を
供
す
る
を
掌
る
」
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
し
か
し
、

「
贈
尚
衣
奉
御
」
か
ら
見
る
と
、
井
真
成
が
生
前
に
こ
の
役
人
に
な
っ
た
の
で

は
な
く
、
死
後
に
贈
ら
れ
た
一
種
の
栄
誉
官
職
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。４-

３-

２

「
國
号
日
本
」
は
、
い
わ
ゆ
る
国
号
が
「
日
本
」
で
あ
る
こ
と

を
明
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
今
回
収
集
し
た
井
真

成
墓
誌
に
見
え
る
「
日
本
」
と
い
う
国
号
が
、
中
国
西
安
で
初
め
て
発
見
さ
れ

た
唯
一
か
つ
最
古
の
、
長
安
で
客
死
し
た
「
遣
唐
使
」
の
成
員
の
一
人
で
あ
る

入
唐
留
学
生
に
関
す
る
実
物
の
石
刻
資
料
と
い
う
点
で
あ
る
。
当
該
墓
誌
の
絶

対
年
代
は
開
元
二
二
年
（
七
三
四
）、
今
か
ら
ほ
ぼ
一
二
七
〇
年
前
で
あ
る
。

こ
の
時
期
は
、
日
本
の
奈
良
時
代
（
七
一
〇
｜
七
九
四
年
）
で
あ
る
と
同
時
に
、

中
日
両
国
の
全
面
的
に

繁
な
文
化
交
流
の
時
期
で
あ
る
。
こ
の
期
間
に
は
、

「
遣
唐
使
」
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
言
え
る
。

な
お
、「
遣
唐
使
」
に
関
す
る
墓
誌
は
、
中
国
西
安
の
井
真
成
墓
誌
が
発
見

さ
れ
た
以
外
、
実
際
に
は
中
国
洛
陽
で
井
真
成
墓
誌
よ
り
二
一
年
早
い
日
本
使

節
の
墓
誌
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
意
見
も
あ
る
。
渡
辺
延
志
記
者
（
朝
日
新

聞
）
の
紹
介
に
よ
る
と
、

「
中
国
・
西
安
で
発
見
さ
れ
た
遣
唐
使
「
井
真
成
」
墓
誌
に
刻
ま
れ
て
い

た
「
日
本
」
は
最
古
の
も
の
と
さ
れ
て
い
た
が
、「
も
っ
と
古
い
も
の
が

あ
る
よ
う
だ
」
と
の
意
見
が
出
て
き
た
。
専
修
大
学
が
二
〇
〇
五
年
一
月

二
八
、
二
九
の
両
日
に
開
催
し
た
研
究
検
討
会
で
、
東
洋
大
学
の
高
橋
継

男
教
授
（
中
国
史
）
が
台
湾
の
研
究
者
の
論
文
を
紹
介
し
た
。
現
物
を
見

た
人
は
い
な
い
が
、「
信
用
性
は
高
そ
う
だ
」
と
の
見
解
が
強
い
。
多
様

な
分
野
の
専
門
家
が
集
っ
た
場
な
ら
で
は
の
驚
き
だ
っ
た
。
高
橋
教
授
が

示
し
た
の
は
一
九
九
八
年
に
台
湾
の
学
術
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
台
湾
大
学

教
授
の
論
文
で
あ
る
（
筆
者
注
‥
唐
の
先
天
元
年
（
七
一
二
）
の
『
徐
州
刺

史
杜
嗣
先
墓
誌
』
に
は
、「
皇
明
遠
被
、
日
本
来
庭
」
と
い
う
記
録
が
あ
る22

）
）。

台
湾
の
古
美
術
店
で
一
九
九
二
年
に
見
た
唐
の
官
僚
の
墓
誌
に
、「
唐
の

朝
廷
で
宰
相
と
一
緒
に
日
本
か
ら
の
使
節
に
会
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る

と
い
う
。
こ
の
官
僚
は
七
一
三
年
に
死
亡
し
、
洛
陽
に
葬
ら
れ
た
と
刻
ま

れ
て
い
た
と
い
う
。
七
三
四
年
に
死
亡
し
た
井
真
成
の
墓
誌
よ
り
二
一
年

早
い
こ
と
に
な
る
。
高
橋
教
授
は
「
井
真
成
墓
誌
が
発
見
さ
れ
『
最
古
の

日
本
』
と
話
題
に
な
っ
た
の
で
気
づ
い
た
」
と
い
う
。

白
村
江
の
戦
（
六
六
三
年
）
の
後
は
長
ら
く
遣
唐
使
は
途
絶
え
て
い
た

の
で
、
こ
の
官
僚
が
会
っ
た
と
な
る
と
、
七
〇
二
年
に
日
本
を
出
発
し
た

大
宝
の
遣
唐
使
の
ほ
か
は
見
あ
た
ら
な
い
。
国
号
を
日
本
と
名
乗
る
こ
と
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は
前
年
の
七
〇
一
年
に
制
定
さ
れ
た
大
宝
律
令
で
定
め
ら
れ
た
ば
か
り
。

「
国
と
い
っ
た
場
合
、
当
時
は
播
磨
や
常
陸
と
い
っ
た
地
域
概
念
を
示
し

た
。
日
本
と
い
う
概
念
は
外
交
の
場
で
だ
け
必
要
だ
っ
た
は
ず
だ
」
と
鈴

木
靖
民
国
学
院
大
教
授
は
指
摘
す
る
。
日
本
と
い
う
国
号
を
初
め
て
背
負

っ
て
外
交
の
舞
台
に
登
場
し
た
遣
唐
使
が
記
録
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

中
国
か
ら
参
加
し
た
研
究
者
は
、
台
湾
と
い
う
想
定
し
な
か
っ
た
場
所
に

あ
ぜ
ん
と
し
た
表
情
だ
っ
た
。

論
文
を
書
い
た
台
湾
大
学
教
授
は
碑
文
研
究
で
は
定
評
が
あ
る
と
い
う

が
、
こ
の
墓
誌
を
店
先
で
書
き
写
し
た
と
記
し
て
お
り
、
発
表
し
た
雑
誌

に
は
写
真
も
拓
本
も
載
っ
て
い
な
い
。
墓
誌
は
高
値
で
売
買
さ
れ
る
の
で
、

偽
造
は
さ
ほ
ど
珍
し
く
な
い
と
い
う
。
研
究
会
で
は
「
ま
ず
拓
本
を
入
手

し
な
く
て
は
」
と
の
声
が
あ
が
り
、
高
橋
教
授
ら
東
洋
大
の
グ
ル
ー
プ
が

研
究
に
乗
り
出
す
こ
と
を
表
明
し
た23

）
」

と
い
う
。

と
に
か
く
、「
遣
唐
使
」
に
関
す
る
墓
誌
を
多
く
発
見
し
、
発
掘
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
井
真
成
の
実
像
が
は
っ
き
り
見
え
る
よ
う
に
な
る
。
一
言
で
言
え
ば
、

徐
州
刺
史
杜
嗣
先
墓
誌
と
井
真
成
墓
誌
が
前
後
し
て
発
見
さ
れ
た
の
は
、
言
う

ま
で
も
な
く
一
二
七
〇
年
あ
ま
り
前
の
日
中
両
国
の
文
化
交
流
の
歴
史
的
証
拠

で
あ
っ
て
、
そ
の
重
要
性
と
学
術
的
価
値
は
言
葉
に
し
て
は
言
い
表
せ
な
い
ほ

ど
で
あ
る
。
私
の
研
究
に
よ
る
と
、「
日
本
」
国
号
の
出
現
の
年
代
は
唐
高
宗

の
咸
亨
元
年
（
六
七
〇
）
と
し
て
問
題
は
な
い
と
思
う
。
し
か
し
、
七
〇
一
年

に
制
定
さ
れ
た
大
宝
律
令
で
出
現
し
た
「
日
本
」
国
号
は
、『
新
唐
書
』
と

『
旧
唐
書
』
の
記
載
で
い
う
六
七
〇
年
と
比
べ
る
な
ら
ば
、
三
〇
年
近
く
遅
れ

て
し
ま
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、「
日
本
」
国
号
が
日
本
で
正
式
に
確
立
し
た
年

代
は
、
こ
れ
よ
り
さ
ら
に
古
い
と
思
う24

）
。
ま
た
、「
国
号
日
本
」
の
書
き
方
に

つ
い
て
は
、
氣
賀
澤
保
規
氏
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
墓

誌
で
の
本
貫
の
書
き
方
は
、
本
貫
に
あ
た
る
地
名
を
入
れ
て
「
○
○
人
」
と
し
、

外
国
人
（
非
漢
人
）
で
も
「
康
国
人
」
な
ど
と
国
名
を
い
れ
て
表
記
す
る
。

「
国
号
日
本
」
と
い
う
書
き
方
は
、
墓
誌
に
お
い
て
は
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
は

じ
め
て
の
事
例
で
あ
る25

）
」
と
い
う
。
私
の
見
た
と
こ
ろ
で
は
、
こ
れ
は
天
宝
三

載
（
七
四
四
）
の
「
九
姓
突

契

李
中
郎
墓
誌
」
の
「
九
姓
突

」
の
書
き

方
と
非
常
に
近
い
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
し
か
し
、
将
来
、「
国
号
日
本
」
を
も

つ
遣
唐
使
墓
誌
が
一
つ
で
も
出
土
す
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
、
議
論
の
余
地
は
な

い
歴
史
的
な
事
実
に
な
る
の
で
あ
る
。

４-

３-

３

「
才

天
縦
」
中
の
「
天
縦
」
の
意
味
は
、「
天
か
ら
受
け
た
も

の
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
天
賦
の
才
を
享
け
た
傑
出
し
た
才
能
の
人
物
だ
と
い

う
の
で
あ
る
。『
論
語
』「
子
罕
」

に
、「
大
宰
問
于
子
貢
曰
、「
夫
子
聖
者
与
、

何
其
多
能
也
、」
子
貢
曰
、「
固
天
縦
之
将
聖
、
又
多
能
也
。（
大
宰
、
子
貢
に
問

い
て
曰
く
、「
夫
子
は
聖
者
か
。
何
ぞ
其
れ
多
能
な
る
」
と
。
子
貢
曰
く
、「
固もと
よ
り

天
縦
の
将
聖
に
し
て
、
又
た
多
能
な
り
」
と
）」
と
あ
る26

）
。
こ
の
言
葉
か
ら
、
井

真
成
が
多
才
多
芸
の
英
才
だ
っ
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

４-

３-

４

「
故
能

命
遠
邦
、
馳

上
國
」
と
い
う
「
□
命
」
の
二
字
は
、
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お
そ
ら
く
「

命
」
で
あ
ろ
う
。

命
は
奉
命
で
あ
り
、
受
命
の
意
で
あ
る
。

『
礼
記
』「
檀
弓
上
」
に
、「

君
命
而
使
」
と
あ
る27

）
。
さ
ら
に
こ
の
語
は
阿
倍

仲
麻
呂
の
「

命
還
国
作
」
に
も
見
ら
れ
る
。

「

命
将
辞
国
、
非
才
忝
侍
臣
。
天
中
恋
明
主
、
海
外
憶
慈
親
。
伏
奏
違

金
闕
、

去
玉
津
。
蓬
莱
郷
路
遠
、
若
木
故
園
林
。
西
望
懐
恩
日
、
東

帰
感
義
辰
。
平
生
一
宝
剣
、
留
贈
結
交
人
。（
命
を
ふく

み
て
将まさ
に
国
を
辞
せ

ん
と
し
、
非
才
は
侍
臣
を

忝
かたじけ

な
く
す
。
天
中
、
明
主
を
恋した
い
、
海
外
、
慈
親

を
憶おも
う
。
伏
奏
し
て
金きん
闕けつ
を
違さ
り
、
ひ
さん

し
て
玉ぎよ
津くし
をん
去
る
。
蓬ほう
莱らい
、
郷
路
遠

く
、
若じや
木くぽ
、く
故
園
の
林
。
西
の
か
た
望
み
て
恩
日
を
懐
い
、
東
の
か
た
帰
り
て

義
辰
を
感
ず
。
平
生
の
一
宝
剣
、
留
め
て
結
交
の
人
に
贈
ら
ん
。

28
）

）」

と
あ
る
。
実
際
、
こ
れ
ら
の
類
似
の
例
は
枚
挙
に
遑
が
な
い
。

な
お
、「
馳

上
國
」
の

に
つ
い
て
は
、
前
記
の
如
く
、「
馳

上
國
」
の

「

」
の
異
体
字
で
あ
る
と
、
私
は
思
う
。
し
か
し
、
東
野
治
之
氏
は
、
二
〇

〇
五
年
の
一
月
二
八
日
と
二
九
日
に
専
修
大
学
・
西
北
大
学
共
同
研
究
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
の
「
遣
唐
使
の
見
た
中
国
と
日
本

新
発
見
「
井
真
成
墓
誌
」
か
ら

何
が
わ
か
る
か

」
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
初
め
て
「
馳

上
國
」
で
は

な
く
、「
馳
聘
上
國
」
で
あ
り
、
そ
の
意
味
は
「
上
国
に
馳
せ
聘むか
う
」
と
い
う

意
味
で
あ
る
と
、
指
摘
し
た29

）
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
氣
賀
澤
保
規
氏
の
理
解

は
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

「
こ
の
句
の
前
に
あ
る
「（

）
命
遠
邦
」（
遠
邦
に
命
令
を
受
け
る
）
の
遠

邦
を
日
本
と
解
す
れ
ば
、
こ
の
「
上
國
」
は
必
然
的
に
唐
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
そ
の
上
で
「
馳

」
の
解
釈
で
あ
る
が
、
私
は
当
初
、『
漢
書
』

司
馬
遷
伝
に
載
る
「
経
伝
を
貫

し
、
古
今
を
馳

す
。」（
先
人
の
著
作

を
貫
い
て
渉
猟
し
、
古
今
の
世
界
を
は
せ
め
ぐ
る
）
の
記
述
な
ど
か
ら
、
手

柄
を
あ
げ
る
べ
く
唐
朝
に
赴
き
懸
命
に
努
力
し
た
と
い
う
方
向
に
そ
れ
を

と
っ
た
。
し
か
し
馳
も

も
と
も
に
馬
を
疾
駆
す
る
こ
と
、
二
字
あ
わ
せ

て
も
馬
を
走
ら
せ
る
、
馬
を
疾
駆
さ
せ
る
と
い
う
の
が
ふ
つ
う
に
使
わ
れ

る
意
味
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
上
国
に
駆
け
つ
け
る
」
と
解
し
た
方
が
無

難
で
あ
る
。
上
の
句
と
つ
な
げ
れ
ば
、
日
本
の
国
命
を
帯
び
、
唐
で
学
ぶ

べ
く
駆
け
つ
け
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
馳

の

に
は
馬
車
（
乗
り
物
）
の
意
味
は
な
く
、
し
た
が
っ
て

一
部
に
あ
る
、
馬
車
を
走
ら
せ
て
唐
に
赴
い
た
と
い
う
解
釈
は
成
り
立
た

な
い
。
し
か
し
馬
を
走
ら
せ
て
来
た
と
表
現
す
る
こ
と
じ
た
い
、
唐
側
に

日
本
を
陸
続
き
の
国
と
み
る
誤
解
が
あ
り
、
日
本
の
存
在
が
十
分
知
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
証
左
と
な
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
当
た
ら
な

い
。
馳

の
原
義
に
は
馬
が
あ
っ
て
も
、
用
語
と
し
て
は
そ
れ
を
離
れ
て

使
わ
れ
る
。
中
心
に
立
つ
唐
に
た
い
し
て
、
日
本
人
井
真
成
が
馳
せ
参
じ

て
き
た
こ
と
を
表
わ
す
言
葉
と
し
て
そ
れ
は
理
解
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
」

と
解
釈
し
た30

）
。
い
ま
私
も
こ
の
解
釈
を
支
持
し
て
い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ

の
「
馳

上
国
」
は
、
さ
っ
そ
く
、
上
京
す
る
と
い
う
意
味
の
は
ず
で
あ
る
と
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思
う
。

「
上
國
」
は
、
唐
の
劉
長
卿
の
「
客
舎
贈
別
韋
九
建
任
河
南
、
韋
十
七
造
任
鄭

県
、
便

省
」
と
い
う
詩
に
、「
与
子
頗
疇
昔
、
常
時
仰
英

。
弟
兄
尽
公
器
、

詩
賦
凌
風
騒
。
頃
者
遊
上
國
、
独
能
光
選
曹
。
…
…
。（
子し
と
疇
昔
を
頗かたむけ
、
常

時
英

を
仰しの
ぐ
。
弟
兄
は
公
器
を
尽
く
し
、
詩
賦
は
風
騒
を
凌
ぐ
。
頃この
者ごろ
上
國
に
遊

び
、
独ひと
り
能
く
選
曹
を
光て
ら
す31

）
。）」
な
ど
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
井
真

成
は
命
を
受
け
て
遥
か
な
る
日
本
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
を
乗
り
越
え
て
、
大

唐
帝
国
の
首
都
た
る
長
安
に
や
っ
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
を
こ
の
段
は
述
べ
て

い
る
。

４-

３-

５

「
蹈
禮
楽
、
襲
衣
冠
、
束
帯
□
朝
、
難
与

矣
」
と
い
う
部
分

の
欠
字
に
は
、
い
ま
ま
で
少
な
く
と
も
三
つ
の
見
方
が
あ
る
。
そ
の
一
は
、

「
束
帯
立
朝
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
も
、

麦
明
・
王
建
新
・
氣
賀
澤

保
規
な
ど
の
諸
氏
そ
し
て
私
を
含
め
、
多
く
の
中
日
研
究
者
が
は
じ
め
て
こ
の

欠
字
を
研
究
し
た
時
、
殆
ん
ど
こ
の
同
じ
見
方
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
っ
た
。

こ
の
句
の
中
の
「
蹈
…
…
襲
…
…
」
と
い
う
言
葉
は
、「
蹈
襲
」
或
い
は
「
襲

蹈
」
と
も
作
り
、「
因
襲
」「
沿
用
」
の
意
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
句
の
中
の

「
束
帯
□
朝
」
は
、「
束
帯
立
朝
」
の
可
能
性
が
高
い
と
、
私
た
ち
は
考
え
て
い

た32
）

。
そ
の
証
拠
と
し
て
、『
論
語
』「
公こう
冶やち
長よう
」

に
「
子
曰
、
赤
也
、
束
帯
立

于
朝
、
可
使
与
賓
客
言
也
、
不
知
其
仁
也
。（
子
曰
く
、
赤
や
、
束
帯
し
て
朝
に

立
ち
、
賓
客
と
言
わ
し
む
べ
き
な
り
、
其
の
仁
を
知
ら
ざ
る
な
り
。）」
と
あ
る33

）
。

「
赤
」
と
は
、『
史
記
』
仲
尼
弟
子
列
伝
に
よ
れ
ば
、「
公
西
赤
、
字
子
華
、
少

孔
子
四
十
二
歳
。」（
公
西
赤
、
字
は
子
華
、
孔
子
よ
り
四
十
二
歳
若
い34

）
。）
と
い
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
宋
の
程
大
中
『
四
書
逸
箋
』
に
、

「
古
人
無
事
則
緩
帯
、
有
事
則
束
帯
。
説
字
云
、「
在
腰
為
腰
帯
、
在
胸
為

束
帯
。
腰
帯
低
緩
、
束
帯
高
緊
。」
公
西
華
束
帯
立
朝
、
蓋
当
有
事
之
際
、

倉
卒
立
談
、
可
以
服
彊
隣
、
即
折
衝
尊
俎
之
間
意
、
泛
作
礼
服
、
非
（
古

人
は
事
無
け
れ
ば
則
ち
緩
帯
し
、
事
有
れ
ば
則
ち
束
帯
す
。
説
字
に
云
う
、

「
腰
に
在
る
を
腰
帯
と
為
し
、
胸
に
在
る
を
束
帯
と
為
す
。
腰
帯
は
低
緩
に
し

て
、
束
帯
は
高
緊
な
り
。」
と
。
公こう
西せい
華か

束
帯
し
て
朝
に
立
つ
と
は
、
蓋けだ
し
有

事
の
際
に
当
た
り
て
は
、
倉
卒
に
立
談
し
、
以
て
彊
隣
を
服
す
べ
く
、
即
ち
尊そん

俎そ
の
間
に
折
衝
す
る
の
意
な
り
。
泛あまねく
礼
服
を
作な
す
は
、
非
な
り35

）
。）」

と
い
う
考
証
が
あ
る
。
こ
う
し
た
例
か
ら
、「
束
帯
立
朝
」
と
い
う
推
測
は
、

十
分
に
説
得
力
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
段
は
、
井
真
成
が
唐
代
の
礼
楽
制
度

と
衣
冠
制
度
を
十
分
に
襲
っ
て
、
束
帯
し
て
朝
に
立
ち
、
だ
れ
も
彼
と
比
較
で

き
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
思
う
。

そ
の
二
は
、

麦
明
氏
と
葛
継
勇
博
士
の
「
束
帯
而
朝
」
で
あ
る
。
そ
の
研

究
に
よ
る
と
、
こ
こ
の
「
束
帯
□
朝
」
は
、「
束
帯
而

朝
」
の
可
能
性
が
高
い

と
考
え
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
欠
字
の
と
こ
ろ
を
よ
く
観
察
す
る
と
、
而
字

の
下
半
部
に
、
こ
の
字
の
両
側
の
部
分
が
か
す
か
に
見
え
る
よ
う
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
で
、
こ
こ
を
「
束
帯
而
朝
」
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
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注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
彼
ら
が
、
こ
の
「
而
」
字
を
「
如
」
字
と

解
釈
し
た
点
で
あ
る36

）
。
実
際
、
葛
継
勇
博
士
は
、
早
く
も
二
〇
〇
五
年
一
月
一

二
日
に
（
日
本
）
井
真
成
市
民
研
究
会
に
お
い
て
「
井
真
成
墓
誌
に
つ
い
て
の

基
礎
的
研
究
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
「
束
帯
而
朝
」
と
い
う
見
方
を
発
表
し
た
。

す
な
わ
ち
、「
朝
」
の
字
の
上
の
漢
字
の
右
下
に
残
っ
て
い
る
字
画
は
〞

〝

で
あ
る
の
で
、「
束
帯
立
朝
」
な
ど
の
用
例
が
多
い
と
し
て
も
、「
而
」
字
の
可

能
性
が
高
い
と
い
う
。『
四
書
逸
箋
』
巻
一
に
記
載
す
る
「
束
帯
」
条
に
、「
古

人
無
事
則
緩
帯
、
有
事
則
束
帯
（
古
人
は
事
無
け
れ
ば
則
ち
緩
帯
し
、
事
有
れ
ば

則
ち
束
帯
す
。）」
と
あ
り
、『
三
国
志
』
巻
一
六
「
魏
志
」
に
「
束
帯
立
朝
、

致
位
卿
相
（
束
帯
し
て
朝
に
立
つ
、
位
を
卿
相
に
致
す
）。」
と
あ
る
。『
唐
文
粋
』

巻
九
七
に
収
録
す
る
王
維
撰
の
「
洛
陽
鄭
少
府
與
両
省
遺
補

韋
司
戸
南
亭

序
」
に
「
拂
衣
而
放
、
則
野
人
於
小
隠
之
中
、
束
帯
而
朝
、
則
君
子
於
大
夫
之

後
（
衣
を
拂
い
て
而
し
て
放
て
ば
、
則
ち
小
隠
の
中
に
野
人
た
り
。
束
帯
し
て
而
し

て
朝
す
れ
ば
、
則
ち
大
夫
の
後
に
君
子
た
り
。）」
と
あ
り
、
宋
の
傅
察
撰
の
『
忠

集
』
巻
上
に
収
録
す
る
「
代
発
運
使
謝
賜
金
帯
表
」
に
「
佩
韋
以
戒
、
毎
師

前
哲
之
規
。
束
帯
而
朝
、
曾
乏
當
官
之
誉
。（
韋
を
佩
び
て
以
て
戒
め
、
毎
に
前

哲
の
規
を
師
と
し
。
束
帯
し
て
而
し
て
朝
し
、
曾
ち
當
官
の
誉
に
乏
し
く
す
。）」
と

あ
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
か
ら
見
る
と
、「
束
帯
而
朝
」
は
朝
廷
に
仕
え
る
意
味

を
表
す
と
分
か
る37

）
。

そ
の
三
は
、
氣
賀
澤
保
規
氏
が
、
以
前
の
見
方
を
変
え
て
最
近
は
じ
め
て
提

出
し
た
「
束
帯
升
朝
」
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
私
は
当
初
「
束
帯
□
朝
」
の
□
に
入
る
文
字
と
し
て
、
他
の
方
々
の
解

釈
に
も
あ
る
よ
う
に
「
立
」
の
字
を
あ
て
て
考
え
て
き
た
。「
束
帯
立
朝
」

と
い
え
ば
、『
論
語
』「
公
冶
長
」

に
「
子
曰
く
、
赤
（
公
西
赤
）
や
、

束
帯
し
て
朝
に
立
ち
、
賓
客
と
言
わ
し
む
べ
き
な
り
」
と
あ
る
出
典
が
思

い
出
さ
れ
る
。
手
元
に
あ
っ
た
宮
崎
市
定
訳
で
は
「
赤
は
礼
服
を
着
て
朝

廷
に
出
仕
さ
せ
、
外
交
折
衝
に
当
た
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
る
」（
岩
波
現

代
文
庫
）
と
い
い
、
宇
野
哲
人
訳
で
は
「
赤
は
礼
を
知
っ
て
い
ま
す
か
ら
、

礼
装
し
て
朝
廷
に
立
っ
て
賓
客
に
対
応
さ
せ
れ
ば
必
ず
り
っ
ぱ
に
役
目
を

果
た
す
こ
と
が
で
き
ま
す
」（
講
談
社
学
術
文
庫
）
と
い
い
、
正
式
な
服
装

で
朝
廷
に
立
っ
て
客
人
と
応
対
す
る
と
い
う
同
様
の
解
釈
が
さ
れ
て
い
る
。

私
は
「
束
帯
立
朝
」
と
一
応
文
字
を
あ
て
は
め
な
が
ら
、
一
抹
の
疑
問
を

感
じ
て
い
た
。
こ
こ
で
い
う
立
朝
と
は
為
政
者
の
側
で
朝
政
に
関
与
す
る

立
場
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
外
国
か
ら
来
た
無
位
な
る
若
者
の
井
真

成
に
用
い
る
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
言
葉
で
は
な
い
か
と
。
そ
し
て
そ
の

後
、
墓
誌
の
詳
細
な
写
真
を
み
る
機
会
が
あ
り
、
残
存
筆
画
か
ら
少
な
く

と
も
立
の
字
に
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
残
存
部
分
で
は
下

に
線
が
出
て
い
る
。
そ
こ
で
私
は
、
か
ね
て
か
ら
も
う
一
つ
の
可
能
性
を

考
え
て
い
た
「
升
（
昇
）」
の
字
に
あ
て
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
升
と
は

登
・
上
（
の
ぼ
る
）
の
こ
と
、
外
か
ら
来
て
朝
廷
に
の
ぼ
り
、
皇
帝
や
上

位
者
に
目
通
り
す
る
場
合
に
使
わ
れ
る
。

38
）

」

と
あ
る
。
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私
は
、
近
頃
こ
の
「
束
帯
□
朝
」
と
い
う
欠
字
を
確
認
・
解
決
す
る
た
め
に
、

何
回
も
墓
誌
の
実
物
と
拡
大
し
た
写
真
を
よ
く
観
察
し
た
。
注
目
す
べ
き
こ
と

は
、
こ
の
欠
字
の
下
半
部
の
両
側
に
、
左
の
「

」
と
右
の
「

」
と
い
う
残

存
筆
画
が
本
当
に
見
え
る
の
で
、
こ
の
「
束
帯
□
朝
」
は
「
束
帯
升
朝
」
よ
り

も
む
し
ろ
「
束
帯
而
朝
」
と
い
う
可
能
性
が
一
番
高
い
と
考
え
る
が
、
し
か
し

氣
賀
澤
保
規
氏
の
い
わ
ゆ
る
「
束
帯
升
朝
」
と
い
う
可
能
性
を
全
面
的
に
否
定

し
て
は
い
け
な
い
と
思
う
。

４-

３-

６

「
豈

強
學
不
倦
、
問
道
未
終
、
□
遇
移
舟
、

奔

」
の

中
の
「
問
道
」
は
、「
聞
道
」
で
は
な
い
と
思
う
。
し
か
し
、
二
〇
〇
五
年
の

一
月
二
八
日
と
二
九
日
に
専
修
大
学
・
西
北
大
学
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

「
遣
唐
使
の
見
た
中
国
と
日
本

新
発
見
「
井
真
成
墓
誌
」
か
ら
何
が
わ
か

る
か

」
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
際
し
て
、
中
日
の
研
究
者
は
み
な
「
聞

道
」
と
い
う
言
葉
に
解
釈
し
た39

）
。
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
い
ま
の

解
釈
は
い
ず
れ
も
「
問
道
」
で
あ
る
。「
問
道
」
と
は
、「
学
問
の
道
」
の
意
味

で
あ
る
。

麦
明
氏
と
葛
継
勇
博
士
の
研
究
に
よ
る
と
、「「
問
道
」
の
「
問
」

の
字
は
、
古
代
漢
語
の
中
で
「
聞
」
の
意
と
も
解
釈
で
き
る
。『
墨
子
・
非

命
・
下
』
に
曰
く
、「
必
使
飢
者
得
食
、
寒
者
得
衣
、
労
者
得
息
、
乱
者
得
治
、

遂
得
光
誉
令
問
於
天
下
。（
必
ず
飢
え
た
る
者
を
し
て
食
を
得え
、
寒こご
え
た
る
者
を
し

て
衣
を
得え
、
労つか
れ
た
る
者
を
し
て
息
を
得え
、
乱
れ
た
る
者
を
し
て
治
を
得え
し
む
れ
ば
、

遂
に
光こう
誉よ
令れい
問ぶん
を
天
下
に
得え
ん
。）」
と
あ
る
。
こ
こ
の
「
問
」
は
、
聞
こ
え
る
こ

と
、
知
ら
せ
る
こ
と
、
と
く
に
帝
王
に
知
ら
せ
る
こ
と
を
指
す
。
李
密
の
「
陳

情
表
」
に
曰
く
、「
謹
拝
表
以
聞
（
謹
ん
で
表
を
拝
し
て
以
聞
す
）」。
こ
こ
の

「
聞
道
」
の
意
は
、
あ
る
道
理
を
よ
く
了
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。『
論
語
・
里

仁
』
に
、「
子
曰
、
朝
聞
道
、
夕
死
可
矣
。（
子
曰
く
、
朝
に
道
を
聞
か
ば
、
夕
に

死
す
と
も
可
な
り
。）」
と
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る40

）
。
こ
れ
以
外
に
、
氣
賀
澤
保

規
氏
の
研
究
は
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
氣
賀
澤
氏
は
、

「
こ
れ
に
加
え
て
問
題
と
な
る
の
は
、
今
示
し
た
文
に
つ
づ
く
と
こ
ろ
の

「
強
學
不
倦
、
問
道
未
終
」
で
あ
る
。
強
学
も
問
道
も
い
ず
れ
も
一
生
懸

命
勉
学
・
学
問
に
努
め
る
こ
と
、「
夙しゅ
夜くや
強
学
」（『
礼
記
』
儒
行
）
と
か

「
承
師
問
道
」（『
漢
書
』
か

誼ぎ
伝
）
な
ど
と
使
わ
れ
る
。
し
か
も
そ
の
後
に

は
具
体
的
な
官
歴
は
何
も
記
さ
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
「
束
帯

升
朝
」
の
句
の
前
後
す
る
と
こ
ろ
も
含
め
て
、
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
に
通

し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。

士
人
と
し
て
の
礼
儀
作
法
に
の
っ
と
り
（
踏
礼
楽
）、
衣
冠
を
つ

け
（
襲
衣
冠
）、
正
装
し
て
朝
廷
に
出
る
（
束
帯
升
朝
）
さ
ま
は
、
他
か
ら

抜
き
ん
出
て
い
た
。

井
真
成
は
唐
に
留
学
生
と
し
て
や
っ
て
来
た
。
化け
外がい
の
国
、
日
本
の
人

間
な
が
ら
、
朝
廷
に
赴
い
た
と
き
の
彼
の
立
ち
居
振
る
舞
い
は
礼
儀
に
か

な
い
、
正
装
し
て
堂
々
と
し
た
応
対
ぶ
り
は
立
派
で
あ
っ
た41

）
」

と
い
う
。

ま
た
、
こ
の
句
の
中
の
「
□
遇
移
舟
」
に
つ
い
て
は
、
王
建
新
氏
は
以
前

「
雪
遇
移
舟
」
の
意
に
解
釈
し
た
。
そ
の
根
拠
と
す
る
資
料
は
、「（
唐
）
朱
放
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『

溪
行
却
寄
新
別
者
』
詩
に
曰
く
、「
潺
湲
寒
溪
上
、
自
此
成
離
別
。
回
首
望

帰
人
、
移
舟
逢
暮
雪
。（
潺せん
湲かん
溪
上
に
寒
く
、
此
自よ
り
離
別
を
成
す
。
首
を
回めぐ
ら
し

て
帰
人
を
望
み
、
移
舟
暮
雪
に
逢
う
。）」（『
全
唐
詩
』
第
三
一
五
巻
）」
…
…
「
雪

遇
移
舟
、

逢
奔

」
は
、「
移
舟
遇
雪
、
奔

逢
隙
」
の
倒
置
文
の
は
ず
で

あ
り
、
突
然
の
変
事
が
起
き
る
こ
と
を
形
容
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る42

）
。
一

方
私
は
最
初
、「
泊
遇
移
舟
」
あ
る
い
は
「

遇
移
舟
」
と
推
測
し
た
の
で
あ

る
が
、
い
ま
は
「

遇
移
舟
」
の
可
能
性
が
高
い
と
思
う
。
具
体
的
に
言
え
ば
、

井
真
成
と
い
う
人
物
は
若
く
し
て
大
志
を
抱
き
、
学
問
に
孜
々
と
し
て
倦
ま
な

か
っ
た
が
、
そ
の
大
志
が
報
わ
れ
る
の
を
待
た
ず
に
、
夭
折
し
て
し
ま
っ
た
こ

と
を
い
う
。
そ
の
一
生
は
あ
た
か
も
「
□
遇
移
舟
、

奔

」
の
ご
と
く
で

あ
る
。「

」
は
隙
の
異
体
字
、「

」
は
逢
で
あ
る
。

「

奔

」
は
『
礼
記
』「
三
年
問
」
に
「
三
年
之
喪
、
二
十
五
月
而
畢
、

若

之
過
隙
。（
三
年
の
喪
は
、
二
十
五
月
に
し
て
畢
る
。

の
隙
を
過
ぐ
る
が
若

し
。）」
と
あ
り
、
そ
の
孔
穎
達
の
疏
に
、「

謂

馬
、
隙
謂
空
隙
、

馬
峻

疾
、
空
隙
狭
小
、
以
峻
疾
而
過
狭
小
、
言
急
速
之
甚
。（

は

馬
を
謂
い
、
隙

は
空
隙
を
謂
う
、

馬
は
峻
疾
、
空
隙
は
狭
小
、
峻
疾
を
以
て
狭
小
を
過
ぐ
る
は
、

急
速
な
る
こ
と
の
甚
し
き
を
言
う
。）」
と
あ
る
。
つ
ま
り
「

奔

」
は
「
白

駒
過
隙
」
と
同
義
で
あ
る
。
時
間
の
過
ぎ
る
の
は
駿
馬
が
隙
の
向
こ
う
を
す
ぎ

る
か
の
ご
と
く
速
い
と
い
う
の
で
あ
る
。『
荘
子
』
知
北
遊

に
「
人
生
天
地

之
間
、
若
白
駒
之
過
隙
、
忽
然
而
已
（
人
の
天
地
の
間
に
生
く
る
は
、
白
駒
の
隙

（

）
を
過
ぐ
る
が
若
く
、
忽
然
た
る
の
み
）」
と
あ
る
。
該
当
句
は
「
□
遇
移

舟
」
と
対
句
で
あ
り
、
も
っ
て
語
気
を
強
め
、
引
伸
す
れ
ば
夭
折
の
意
と
な
る
。

か
く
し
て
「
□
遇
移
舟
」
は
「
泊
遇
移
舟
」
で
は
な
か
ろ
う
か
。
唐
の
孟
浩
然

の
「
宿
建
徳
江
」
に
「
移
舟
泊
煙
渚
、
日
暮
客
愁
新
。
野
曠
天
低
樹
、
江
清
月

近
人
。（
移
舟
煙
渚
に
泊
ま
り
、
日
暮
れ
て
客
愁
新
た
な
り
。
野
は
曠むな
し
く
天
は
樹

よ
り
低
く
、
江
は
清
く
月
は
人
よ
り
近
し
。）」
と
あ
る
の
が
そ
の
例
と
な
る
。
さ

ら
に
「
泊
遇
移
舟
」
と
「

奔

」
を
逐
字
的
に
比
較
し
て
み
る
と
、
両
者

が
完
全
に
対
句
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
泊
と
隙
、
遇
と
逢
、

移
舟
と
奔

で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
該
当
句
は
「
泊
遇
移
舟
」
に
作

る
と
理
解
す
る
の
が
最
も
適
当
だ
と
考
え
る
が
、
し
か
し
、
私
は
二
〇
〇
〇
四

年
四
月
以
来
、「
□
遇
移
舟
」
と
い
う
句
の
意
味
を
墓
誌
の
報
告
書
を
利
用
し

て
一
生
懸
命
に
調
べ
た
。
幸
い
な
こ
と
に
、「
白
駒
過
隙
」
と
い
う
意
味
と
ま

っ
た
く
同
じ
考
古
学
史
料
を
探
し
出
し
た
。
例
え
ば
、「
□
□
﹇
大
﹈﹇
唐
﹈
故

管
君
（
思
礼
）
墓
誌
銘
」
に
、

「
君
諱
思
礼
、
…
…
未
申
大
夏
之
材
、
遽
奄
荊
巒
之
玉
、
以
垂
拱
二
年

（
六
八
六
）
十
月
八
日
卒
於
私
第
、
春
秋
卅
有
八
。
以
其
年
歳
次
景
戌
其

月
戊
辰
朔

三
日
庚
寅
葬
於
洛
城
之
北
平
楽
郷
之
境
、
長
崗
之
卯
、
所
謂

露
将
垂
更
切
田
横
之
歎
、
白
駒
流

有
感
…
…
。（
君
諱いみなは
思
礼
、
…
…

未
だ
大
夏
の
材
を
申の
べ
ざ
る
に
、
遽にわかか
に
荊けい
巒らん
の
玉
に
奄おお
う
、
垂
拱
二
年
（
六

八
六
）
十
月
八
日
を
以
て
私
第
に
卒
す
、
春
秋
卅
有
八
。
其
の
年
歳
次
景
戌
其

の
月
戊
辰
朔

三
日
庚
寅
を
以
て
洛
城
の
北
平
楽
郷
の
境
、
長
崗
の
卯
に
葬
ら
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る
。
所いわ
謂ゆるかい
露ろ
将まさ
に
垂
れ
ん
と
し
て
更あらため
て
田
横
の
歎
を
切
に
し
、
白
駒
の
流りゆ

うげきに
感
有
り
…
…
。）」

と
あ
る
。
こ
の
墓
誌
の
「
所
謂

露
」
は
、
人
の
命
が
非
常
に
短
い
こ
と
を
形

容
し
、

と
い
う
植
物
の
葉
に
あ
る
露
の
如
く
、
一
瞬
で
す
ぐ
干
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る43

）
。
ま
た
、「
大
唐
故
朝
散
郎
守
内
寺
伯
飛
騎
尉
成
府
君
（
忠
）

墓
誌
銘
文

序
」
の
中
に
「

難
留
」
と
い
う
言
葉
も
見
え
る44

）
。
こ
れ
ら
の

言
葉
か
ら
見
る
と
、「
□
遇
移
舟
」
は
「

遇
移
舟
」
の
は
ず
で
あ
ろ
う
と
思

う
。
し
か
し
、
氣
賀
澤
保
規
氏
の
、

「
こ
う
し
た
出
典
を
ふ
ま
え
て
、
も
と
の
句
「
□
遇
移
舟
、

奔

」

に
も
ど
る
と
、
ま
ず
□
に
あ
た
る
文
字
は
、「
移
舟
（
蔵
舟
）」
に
も
っ
と

も
重
く
か
ら
む
語
か
ら
み
て
「

」
を
お
い
て
他
に
な
い
。
私
は
当
初

「
奄
（
に
わ
か
に
）」
の
語
を
考
え
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
副

詞
は
つ
ぎ
の
「

奔

」
と
並
べ
て
み
る
と
不
適
当
で
あ
る
。
ま
た

「
夜
」
の
字
な
ど
の
可
能
性
も
、
右
の
理
由
な
ど
か
ら
考
え
る
と
到
底
浮

か
ん
で
こ
な
い
。
こ
れ
ら
の
表
現
は
墓
誌
や
墓
碑
に
お
い
て
、
死
を
目
前

に
し
た
と
こ
ろ
、
あ
る
い
は
死
の
す
ぐ
後
の
表
現
と
し
て
み
え
る
こ
と
に

も
注
意
し
た
い
。
右
の
張
允
墓
碑
に
も
そ
の
一
端
が
う
か
が
え
た
が
、
さ

ら
に
例
え
ば
「
劉
徳
墓
誌
」
に
も
「
豈
図
隙
馬
難
停
、
蔵
舟
易
遠
、
…
…

以
貞
観
十
九
年
十
一
月
廿
一
日
、
終
於
洛
陽
私
第
、
春
秋
九
十
有
六
。」

（
豈
に
図
ら
ん
や
、
隙
馬
は
停
め
難
く
、
蔵
舟
は
遠
ざ
か
り
易
し
、
…
…
貞
観

十
九
年
（
六
四
五
）
十
一
月
二
一
日
を
以
て
、
洛
陽
の
私
第
に
終
わ
る
、
春
秋

九
十
有
六
。）
と
あ
り
、「
隙
馬
・
蔵
舟
」
と
い
う
井
真
成
墓
誌
に
直
結
す

る
二
つ
の
語
が
、
死
に
先
立
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
。
以
上
を
ふ
ま
え
、
私

は
「

に
て
移
舟
（
蔵
舟
）
に
遇
い
、

（
隙
）
に
て
奔

に
逢
う
」
と

読
み
、
急
に
様
相
（
病
状
）
が
変
り
、
あ
っ
と
い
う
間
に
世
を
去
っ
て
し

ま
っ
た
と
、
急
な
死
、
人
生
の
は
か
な
さ
、
不
確
か
さ
を
形
容
し
た
言
葉

と
理
解
し
た
。
は
た
し
て
ど
う
だ
ろ
う
か45

）
」

と
い
う
見
方
を
、
私
も
支
持
し
て
い
る
。

４-

３-

７

「
以
開
元
廿
二
年
正
月
一
日
、
乃
終
于
官
弟
（
第
）、
春
秋
卅
六
。

皇
上
哀
傷
、
追
崇
有
典
。」
こ
の
段
は
二
箇
所
の
欠
字
が
あ
り
、
内
容
は
理
解

し
や
す
い
け
れ
ど
も
、
欠
字
の
推
測
は
か
な
り
難
し
い
。
ま
ず
「
正
月
□
日
」

の
残
損
し
た
様
子
か
ら
分
析
す
れ
ば
、
そ
の
面
積
が
小
さ
い
ば
か
り
で
な
く
、

残
存
し
た
筆
画
も
何
も
見
え
な
い
の
で
、
少
な
く
と
も
「
正
月
一
日
」
あ
る
い

は
「
正
月
二
日
」
以
上
の
数
字
に
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か

し
、
井
真
成
の
「
正
月
□
日
」
と
い
う
死
亡
日
に
つ
い
て
は
、
私
た
ち
の
推
測

以
外
に
、
氣
賀
澤
保
規
氏
の
「
正
月
十
日
」
と
い
う
推
測
も
あ
る
。
私
の
観
察

に
よ
れ
ば
、
い
ま
ま
で
、
欠
字
の
真
ん
中
に
残
存
し
た
「

」
の
筆
画
は
な
か

な
か
見
え
な
い
の
で
、
少
な
く
と
も
「
十
」
字
の
可
能
性
は
低
い
と
思
う
。
葛

継
勇
博
士
は
「
正
月
一
日
」
と
考
え
て
い
る46

）
。
も
し
唐
の
日
本
留
学
生
の
井
真

成
が
「
正
月
一
日
」
あ
る
い
は
「
正
月
卅
日
」
と
い
う
日
に
死
亡
す
れ
ば
、
二

月
四
日
に
そ
の
亡
骸
を
萬
年
県

水
東
原
に
埋
め
る
ま
で
、
井
真
成
の
死
去
か
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ら
葬
儀
ま
で
の
期
間
は
、
最
長
で
は
三
三
日
間
で
あ
り
、
最
短
の
場
合
で
は
五

日
間
と
な
る
。
先
の
紹
介
の
よ
う
に
、「
唐
尚
衣
奉
御
唐
君
妻
故
河
南
縣
君
元

氏
墓
誌
銘
」
の
夫
人
で
も
、
死
去
か
ら
葬
儀
ま
で
の
期
間
が
四
二
日
間
に
及
ん

で
い
る
。
夫
の
ほ
う
の
尚
衣
奉
御
自
身
な
ら
ば
、
さ
ら
に
長
期
間
と
な
ろ
う
。

し
か
し
、
井
真
成
の
場
合
は
、
最
長
で
も
、
夫
人
よ
り
八
日
も
短
い
三
三
日
で

あ
る
。
や
は
り
か
な
り
短
期
間
に
行
わ
れ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
原

因
は
、
井
真
成
が
若
く
し
て
、
し
か
も
不
慮
の
死
を
迎
え
た
た
め
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
唐
朝
が
日
本
留
学
生
の
井
真
成
の
死
亡

に
対
し
、
こ
う
し
た
特
別
な
扱
い
を
す
る
こ
と
は
無
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
ち
な
み
に
、「
九
姓
突

契

李
中
郎
墓
誌
」
の
「
贈
右
領
軍
衛
大
将

軍
」（
い
わ
ゆ
る
正
三
品
）
の
李
中
郎
は
、
天
宝
三
載
（
七
四
四
）
九
月
廿
二
日

に
疾
に

い
て
藁
街
に
終
り
、
そ
の
年
一
一
月
七
日
に
長
楽
原
に
埋
葬
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
葬
期
を
計
算
す
る
と
、
四
六
日
の
長
さ
に
達
し
た
は
ず
で
あ

る
。ま

た
、
こ
の
句
の
中
の
「
皇
上
□
傷
」
と
い
う
欠
字
に
対
し
て
、
中
日
の
研

究
者
は
い
ろ
い
ろ
な
例
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
私
と

麦
明
氏
は
「
皇

上
哀
傷47

）
」
と
い
う
見
方
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
氣
賀
澤
保
規
氏
は
私
た
ち

の
見
方
と
違
っ
て
、「
皇
上
悼
傷
」
と
い
う
欠
字
を
推
測
し
た48

）
。
こ
の
欠
字
は
、

い
っ
た
い
ど
の
字
で
あ
ろ
う
か
。
他
の
墓
誌
と
比
べ
る
と
、「
哀
」
が
一
番
相

応
し
い
と
私
は
思
う
。
例
え
ば
、『
全
唐
文
』
巻
二
九
一
に
載
せ
る
張
九
齢
撰

の
「
大
唐
金
紫
光
禄
大
夫
行
侍
中
兼
吏
部
尚
書
宏
文
館
学
士
贈
太
師
正
平
忠
献

公
碑
銘

序
」
に
「
朝
廷
哀
傷
、

震
悼
。（
朝
廷
哀
傷
し
、
べん
りゆうは

震
悼

す49
）

。）」
と
あ
り
、『
文
苑
英
華
』
巻
九
〇
一
に
載
せ
る
唐
の
李
堪
然
撰
の
「
太

子
少
傳

希

神
道
碑
」
に
「

朝
興
慟
、
詔
葬
哀
傷
。
亟
峻
典
礼
、

崇
寵

章
。（
朝
を
や

め
て
慟
を
興
し
、
詔
し
て
葬
り
哀
傷
す
。
亟すみ
や
か
に
典
礼
を
峻きび
し
く

し
、いよいよ
寵
章
を
崇たか
く
す50

）
。）」
と
あ
り
、
と
く
に
『
新
唐
書
』
巻
一
一
〇
「
泉
男

生
列
伝
」
に
、「
泉
男
生
字
元
徳
、
高
麗
蓋
蘇
文
子
也
。
…
…
卒
、
年
四
十
四
。

帝
為
挙
哀
、
贈

州
大
都
督
。
喪
至
都
、
詔
五
品
以
上
官
哭
之
、

曰
襄
、
勒

碑
著
功
。（
泉
男
生
字あざなは
元
徳
、
高
麗
蓋がい
蘇そ
文ぶん
の
子
な
り
。
…
…
卒しゆつす
、
年
四
十
四
。

帝
は
為
に
哀
を
挙
げ
、

州
大
都
督
を
贈
る
。
喪
都みやこに
至
り
、
五
品
以
上
の
官
に
詔

し
て
之
を
哭
せ
し
め
、おくりな
し
て
襄
と
曰
い
、
碑
を
勒
し
て
功
を
著
す51

）
。）」
と
あ
る
。

こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
見
る
と
、「
皇
上
悼
傷
」
よ
り
も
む
し
ろ
「
皇
上
哀

傷
」

の
可
能
性
が
高
い
と
思
う
。
そ
れ
で
は
、
唐
の
玄
宗
な
る
皇
上
は
、
な
ぜ
井
真

成
に
「
哀
く
傷
み
て
、
追
崇
す
る
に
典
有
り
」
な
の
か
。
こ
れ
は
、
井
真
成
が

唐
玄
宗
の
開
元
二
二
年
（
七
三
四
）
正
月
□
日
に
官
第
に
終
り
、
享
年
三
十
六

歳
だ
っ
た
と
い
う
不
幸
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
風
格
が
立
派

で
才
能
横
溢
か
つ
容
姿
文
雅
な
る
唐
の
日
本
留
学
生
が
不
幸
に
も
夭
折
し
た
こ

と
を
、
唐
の
玄
宗
は
い
た
く
愛
惜
し
、
官
を
贈
っ
て
追
悼
し
た
わ
け
で
あ
ろ
う

と
言
え
る
。

４-
３-
８

「
詔
贈
尚
衣
奉
御
、
葬
令
官
給
。
即
以
其
年
二
月
四
日

于
萬

年
縣

水
東
原
、
禮
也
。」

ま
ず
、
説
明
し
た
い
の
は
、
唐
玄
宗
よ
り
、
詔
を
下
し
て
、
井
真
成
に
「
尚
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衣
奉
御
」
の
官
職
を
贈
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
の
「
葬
令
官
□
」
は
、「
葬

令
官
給
」
で
あ
ろ
う
。『
千
唐
誌
斎
蔵
誌
』
所
載
の
唐
の
高
宗
の
麟
徳
二
年

（
六
六
五
）
の
「
九
品
亡
宮
人
墓
誌
」
の
墓
誌
文
中
に
は
っ
き
り
と
「
葬
事
供

須
、

令
官
給
。（
葬
事
に
須もと
む
る
を
供
し
併
せ
て
官
給
を
（
命
）
令
す52

）
。）」
と

い
う
例
が
あ
る
。
ほ
か
に
も
「
大
唐
故
沙
州
刺
史
李
府
君
（
思
貞
）
墓
誌

銘
」
に
「﹇
李
思
貞
﹈
以
長
安
四
年
（
七
〇
四
）
七
月
十
日
、
卒
于
沙
州
刺
史

之
官
舎
、
春
秋
六
十
有
三
。
恩
勅
賜
物
一
百
段
、
粟
一
百
石
。
霊
柩
還
京
、
所

須
官
給
。（﹇
李
思
貞
﹈
は
長
安
四
年
（
七
〇
四
）
七
月
十
日
を
以
て
、
沙
州
刺
史
の

官
舎
に
卒しゆつす
。
春
秋
六
十
有
三
。
恩
勅
し
て
物
一
百
段
、
粟
一
百
石
を
賜
り
。
霊
柩

の
京
に
還
り
、
須もと
む
る
所
は
官
給
を
す53

）
）。」
と
あ
る
。
こ
う
し
た
例
に
よ
れ
ば
、

こ
の
段
の
意
は
、
皇
帝
は
詔
を
下
し
て
井
真
成
に
「
尚
衣
奉
御
」
の
官
職
を
贈

っ
た
だ
け
で
な
く
、
後
事
を
処
理
す
る
よ
う
命
令
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
同

年
（
七
三
四
）
二
月
四
日
に
井
真
成
を
萬
年
縣

水
東
原
に
葬
っ
た
わ
け
で
、

唐
代
の
喪
葬
制
度
に
よ
っ
た
の
で
あ
る
。

４-

３-

９

「
嗚
呼

素
車
暁
引
、
丹

行
哀
、
嗟
遠
道

頽
暮
日
、
指
窮

郊

悲
夜
臺
。」

「
嗚
呼
」
は
「
嗚
呼
哀
し
い
か
な
」
と
い
う
哀
痛
の
辞
で
あ
る
。「
素
車
暁
引
、

丹

行
哀
。」
と
い
う
の
は
、
明
け
方
に
白
色
の
麻
と

で
つ
つ
ん
だ
霊
柩
車

が
葬
儀
場
を
出
発
し
、
そ
の
最
前
に
は
丹
色
の
旗
（
俗
に
「
魂
幡
」
と
い
う
）

が
哀
悼
を
示
す
。
そ
の
「
素
車
」
は
、「
霊
車
」「

車
」「
清
素
車
」
と
も
称

す
る
。『
北
史
』
巻
二
六
「

雍
列
伝
」
に
は
、「

車
止
用
白
布
為
幔
、
不
加

画
飾
、
名
為
清
素
車
。（
じ

車しや
は
止た
だ
白
布
を
用
い
て
幔
と
為
し
、
画
飾
を
加
え
ず
、

名
づ
け
て
清
素
車
と
為
す54

）
。）」
と
あ
る
。『
芸
文
類
聚
』
巻
四
九
「
太
子
舎
人
」

の
梁
の
簡
文
帝
の
「
太
子
舎
人
蕭
特
墓
誌
銘
」
に
「
丹

軽
飛
、
哀
歌
徐
引
。

（
丹たんちようは
軽
か
に
飛
び
、
哀
歌
は
徐おもむろ
に
引
か
る55

）
。）」
と
あ
る
。
ま
た
、
則
天
武
后

の
如
意
元
年
（
六
九
二
）
の
「
大
周
故
文
林
郎
楊
府
君
（
訓
）
墓
誌
銘
」
に

「
丹

啓
塗
、
素
車
遵
轍
。（
丹

は
塗みち
を
啓ひら
き
、
素
車
は
轍
に
遵したがう
）

56
）」

と
い
う

句
が
見
え
る
。
則
天
武
后
の
証
聖
元
年
（
六
九
五
）
の
「
故
左
戎
衛
右
郎
将
古

君
夫
人
匹
婁
氏
（
煥
徳
）
墓
誌
」
に
も
「
霊
車
暁
行
、
丹

晨
飛
。（
霊
車
は
暁

に
行
き
、
丹

は
晨
に
飛
ぶ57

）
。）」
と
見
え
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、「
丹

」
と
い
う

記
載
に
は
問
題
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
氣
賀
澤
保
規
氏
は
、
こ
の
「
嗟
遠
□

頽
暮
日
」
の
中
の
欠
字
を

「
路
」
と
推
測
し58

）
、

麦
明
氏
と
葛
継
勇
博
士
の
推
測
は
、「
客
」
と
い
う
字
で

あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
す
る
。
そ
の
証
拠
と
す
る
の
は
、
唐
の
獨
孤
及
撰
の

『
毘
陵
集
』
巻
一
九
「
弔
道

文

序
」
に
「
人
生
寄
世
、

匪
遠
客
、
嗟
爾

賦
命
、
天
年
逼
迫
。（
人
は
寄
世
を
生い
く
、
たれ

か
遠
客
に
匪あら
ず
や
、
爾なんじが
賦
命
を
嗟なげ

き
、
天
年
は
逼
迫
す
。）」
と
あ
り
、
ま
た
、『
全
唐
文
』
巻
四
五
〇
「
長
楽
鐘

賦
」
に
「
思
遠
客
於
鶉
衣
、
怨
美
人
於
羅
幕
。（
遠
客
を
鶉じゆ
衣んい
に
思
い
、
美
人
を

羅
幕
に
怨
む
）」
と
あ
る
。
そ
し
て
『
唐
文
拾
遺
』
巻
六
五
「
然
而
四
節
流
邁
、

百
齢
飄
忽
。
如
賓
之
敬
不
居
、
遠
客
之
遊
斯
尽
。（
然
れ
ど
も
四
節
を
流
邁
し
、

百
齢
は
飄
忽
た
り
。
如
賓
の
敬
は
居
ら
ず
、
遠
客
の
遊
は
斯ここ
に
尽
く
。）」
と
い
う
こ

と
で
あ
る59

）
。
な
お
、「
唐
故
廉
州
封
山
県
令

府
君
（
古
）
墓
誌
」
の
「
推
遷
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何
直
道

、
信
爽
何
平
分

。（
推
遷
何
ぞ
道
を
直ただ
さ
ん
、
信
爽
何
ぞ
分
を
平
ら
に

せ
ん60

）
）」
と
い
う
言
葉
か
ら
分
析
す
れ
ば
、
こ
の
「
嗟
遠
□

頽
暮
日
」
は
、

お
そ
ら
く
「
嗟
遠
道

頽
暮
日
」
の
可
能
性
が
高
い
と
思
う
。
そ
の
う
ち
の

「
嗟
」
は
、
実
際
、
哀
痛
の
辞
で
あ
る
。
そ
の
「
頽
暮
日
」
は
、
す
な
わ
ち
日

が
暮
れ
て
暗
く
な
る
と
い
う
意
味
を
表
わ
す
。

こ
こ
で
、
い
わ
ゆ
る
「
指
窮
郊

悲
夜
臺
」
の
「
夜
臺
」
は
、
墳
墓
を
指
す

わ
け
で
あ
る
。
全
体
的
意
味
で
言
え
ば
、
明
け
方
か
ら
の
葬
送
は
、
悲
し
い
慟

哭
の
声
を
伴
っ
て
日
が
暮
れ
て
暗
く
な
る
ま
で
続
き
、
郊
外
に
い
た
る
ま
で
物

哀
し
い
雰
囲
気
を
現
出
さ
せ
た
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

４-

３-

10

「
其
辭
曰
、
□
乃
天
常
、
哀
茲
遠
方
、
形
既
埋
於
異
土
、
魂
庶

帰
於
故
郷
。」

其
の
辞
に
曰
く
、「
□
乃
天
常
」
と
は
、
は
じ
め
は
「
別

乃
天
常
」
で
あ
ろ

う
と
筆
者
は
考
え
た
。
つ
ま
り
、
生
死
離
別
は
天
の
常
道
で
あ
る
と
解
釈
し
た

の
だ
が
、
し
か
し
、
近
年
、
私
は
新
し
い
参
考
資
料
を
二
点
見
つ
け
た
。
そ
の

一
、『
旧
唐
書
』
巻
九
六
「
宋

列
伝
」
に
「
且
死
者
是
常
、
古
来
不
免
。（
且

つ
死
な
る
者
は
是
れ
常
な
り
、
古
来
免
れ
ず61

）
。）」
と
あ
り
、
そ
の
二
、『
新
唐
書
』

巻
一
〇
六
「
盧
承
慶
列
伝
」
に
「
死
生
至
理
、
猶
朝
有
暮
。（
死
生
の
理
に
至
る

は
、
猶なお
朝
に
は
暮
有
る
が
ご
と
し62

）
。）」
と
い
う
こ
と
か
ら
見
る
と
、「
□
乃
天
常
」

は
、
お
そ
ら
く
「
死
乃
天
常
」
で
あ
ろ
う
と
、
私
は
思
う
。

麦
明
氏
と
葛
継
勇
博
士
は
、
私
の
見
方
と
違
っ
て
、「
命

乃
天
常
」
と
し

た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
命
」
の
中
左
部
の
「
口
」
が
わ
ず
か
に
見
え
る
の

で
、
そ
の
可
能
性
が
高
い
と
思
っ
た
が
、
し
か
し
、「

」
部
分
の
「

」
が
見

え
な
い
の
で
、こ
の
欠
字
は
暫
く
「
命
」
と
い
う
字
を
取
り
た
い
。そ
の
証
拠
は
、

『
全
唐
文
』
巻
四
四
二
に
載
せ
る

炎
撰
の
「
神
着
立
賦
」
に
「
数
彰
得
一
、

命
乃
自
天
。（
数
は
彰あきらか
に
し
て
一
を
得え
、
命
は
乃
ち
天
よ
り
す
。）」
と
あ
り
、
唐

の
柳
宗
元
撰
の
『
柳
河
東
集
』
巻
三
〇
に
載
せ
る
「
與
蕭
翰
林

書
」
に
「
命

乃
天
也
、
非
云
云
者
所
制
、
余
又
何
恨
。（
命
は
乃
ち
天
な
り
、
云うん
云ぬん
す
る
者
の

制
す
る
所
に
非
ず
、
余
又また
何
ぞ
恨
ま
ん
。）」
と
あ
る
、
と
い
う
見
方
で
あ
る63

）
。

氣
賀
澤
保
規
氏
の
推
測
は
、
以
上
の
見
方
と
違
っ
て
、
こ
の
欠
字
は
「
憾
乃

天
常
」
で
あ
る
と
す
る
。
残
念
な
が
ら
、
そ
の
論
拠
は
何
も
挙
げ
ら
れ
て
い
な

い64
）

。
な
お
、
次
の
「
哀
茲
遠
方
」
は
、
遠
方
か
ら
集
っ
た
人
々
の
悲
し
み
の
声

に
満
ち
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
と
に
か
く
、
形
（
形
魄
・
肉
体
を
代
表

す
る
こ
と
）
は
異
国
の
他
郷
（
長
安
）
に
埋
め
ら
れ
る
が
、
魂
（
精
神
・
霊
魂
を

代
表
す
る
こ
と
）
は
故
郷
の
日
本
に
帰
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

５

井
真
成
の
入
唐
時
期

井
真
成
墓
誌
に
「
開
元
廿
二
年
（
七
三
四
）
正
月
□
日
、
乃
ち
官
弟
（
第
）

に
終
わ
る
。
春
秋
卅
六
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
逆
算
す
れ
ば
、
井
真
成
は
六
九
九

年
に
生
ま
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
彼
が
唐
に
赴
く
た
め
に
は
、

七
〇
二
年
に
発
っ
た
第
七
次
遣
唐
使
団
に
し
た
が
う
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
七

三
三
年
に
発
っ
た
第
九
次
遣
唐
使
団
に
し
た
が
う
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
と
思
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わ
れ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
第
七
次
遣
唐
使
団
が
七
〇
二
年
に

紫
か
ら
発

っ
た
時
に
、
井
真
成
は
ま
だ
四
歳
で
あ
っ
た
か
ら
、
第
七
次
遣
唐
使
団
に
選
ば

れ
る
資
格
は
備
え
て
い
な
い
。
ま
た
、
井
真
成
が
七
三
三
年
に
難
波
を
発
っ
た

第
九
次
遣
唐
使
団
に
し
た
が
っ
た
は
ず
は
な
い
と
す
る
の
は
、
そ
の
遣
唐
使
団

が
揚
州
に
到
着
し
た
確
実
な
時
期
は
七
三
三
年
八
月
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

こ
か
ら
長
安
へ
行
け
ば
、
た
ぶ
ん
同
年
一
一
月
か
ら
一
二
月
ま
で
の
期
間
に
到

着
し
た
で
あ
ろ
う
と
、
私
は
推
測
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
た
い
へ
ん
不
幸
な
こ
と

に
、
井
真
成
は
翌
年
（
七
三
四
）「
正
月
□
日
」
に
亡
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
井
真
成
の
年
齢
か
ら
分
析
す
れ
ば
、
そ
の
渡
唐
の
時
期
は
七
一

七
年
に
難
波
か
ら
発
っ
た
第
八
次
遣
唐
使
団
以
外
に
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
彼
が
唐
に
渡
っ
た
時
の
年
齢
は
一
九
歳
で
あ
り
、
ま
さ
に
颯
爽

と
し
た
青
年
時
代
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
第
八
次
遣
唐

使
団
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
最
適
の
人
選
だ
っ
た
は
ず
だ
と
筆
者
に
は
思
わ
れ
る65

）
。

日
本
の
遣
唐
使
研
究
者
で
あ
る
森
克
己
氏
の
説
に
よ
れ
ば
、
第
八
次
遣
唐
使
団

は
七
一
七
年
（
日
本
の
養
老
元
年
、
唐
の
開
元
五
年
）
三
月
に
難
波
を
出
発
し
、

翌
年
一
〇
月
に
長
安
に
到
着
し
た66

）
。
そ
の
人
員
構
成
を
『
大
日
本
史
』
巻
一
五

「
元
正
天
皇
記
」
に
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「﹇
霊
亀
﹈
二
年
（
七
一
六
）
丙
辰
、
秋
八
月
、
…
…
二
十
日
癸
亥
、
以
従

四
位
下
多
治
比
県
守
為
遣
唐
押
使
、
従
五
位
上
阿
倍
安
麻
呂
為
大
使
、
正

六
位
下
藤
原
馬
養
為
副
使
、
九
月
四
日
丙
子
、
以
従
五
位
下
大
伴
山
守
代

安
麻
呂
、
為
遣
唐
大
使67

）
。」

と
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
第
八
次
遣
唐
使
団
の
人
数
は
五
五
七
人
、
四
隻

の
船
に
分
乗
し
て
揚
州
・
長
安
に
向
か
っ
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
人
員
の
数
と
い

い
、
規
模
の
大
き
さ
と
い
い
、
陣
容
の
厳
正
さ
と
い
い
、
遣
唐
使
の
歴
史
上
空

前
で
あ
っ
た
。
こ
の
第
八
次
遣
唐
使
団
の
到
来
は
、
古
代
の
日
中
文
化
交
流
を

新
た
な
歴
史
段
階
に
進
め
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
日
本
の
奈
良
時
代

（
七
一
〇
｜
七
九
四
年
）
は
高
度
に
繁
栄
し
た
盛
唐
文
化
の
大
き
な
影
響
下
に
し

て
は
じ
め
て
生
じ
得
た
の
で
あ
る
。
こ
の
文
化
交
流
の
過
程
に
お
い
て
、
遣
唐

使
や
留
学
生
・
学
問
僧
ら
は
た
い
へ
ん
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
り
、

彼
ら
の
及
ぼ
し
た
積
極
的
な
作
用
を
低
く
見
積
も
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

５-

１

阿
倍
仲
麻
呂

ま
ず
指
を
屈
す
べ
き
遣
唐
留
学
生
は
阿
倍
仲
麻
呂
で
あ
る
。
彼
は
阿
倍
船
守

の
子
で
あ
り
、
六
九
八
年
、
大
和
国
（
今
の
奈
良
県
）
に
生
ま
れ
た
。
井
真
成

よ
り
一
歳
年
上
で
あ
る
。
二
〇
歳
で
第
八
次
遣
唐
使
に
選
ば
れ
、
七
一
七
年
に

入
唐
し
た
。
ま
ず
長
安
城
の
国
子
監
で
学
び
、
天
賦
の
聡
明
さ
と
勤
勉
な
学
習

に
よ
り
、
す
ぐ
れ
た
成
績
で
進
士
に
合
格
し
、
太
学
に
名
を
つ
ら
ね
た
。
そ
し

て
左
春
坊
司
経
校
書
（
正
九
品
下
）・
左
拾
遺
・
左
補
闕
（
従
八
品
上
）・
衛
尉

少
卿
・
衛
尉
卿
・
儀
王
友
な
ど
の
職
を
歴
任
し
、
と
く
に
七
五
五
年
以
降
、
秘

書
監
（
従
三
品
）・
左
散
騎
常
侍
（
従
三
品
）・
安
南
都
護
・
鎮
南
節
度
使
・
光
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禄
大
夫
兼
御
史
中
丞
に
任
じ
ら
れ
、
北
海
郡
開
国
公
を
賜
り
、
位
は
正
三
品
、

食
邑
三
〇
〇
〇
戸
に
ま
で
至
り
、
玄
宗
の
重
用
を
得
た
。
彼
の
生
涯
の
略
歴
は

『
旧
唐
書
』巻
一
九
九
上「
東
夷
列
伝
」に
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
。す
な
わ
ち
、

「
開
元
初
、
又
遣
使
来
朝
、
因
請
儒
士
授
経
。
詔
四
門
助
教
趙
玄
黙
就
鴻

寺
教
之
。
乃
遣
玄
黙
闊
幅
布
以
為
束
修
之
禮
、
題
云
「
白
亀
元
年
調

布
」。
人
亦
疑
其
偽
。
所
得
錫

、
盡
市
文
籍
、
泛
海
而
還
。
其
偏
（
副
）

使
朝
臣
仲
滿
、
慕
中
国
之
風
、
因
留
不
去
、
改
姓
名
為
朝
衡
、
仕
歴
左
補

闕
、
儀
王
友
。
衡
留
京
師
五
十
年
、
好
書
籍
、
放
帰
郷
、
逗
留
不
去
。

（
開
元
の
初
、
又
た
使
を
遣
わ
し
て
来
朝
す
、
因
っ
て
儒
士
に
経
を
授
け
ら
れ

ん
こ
と
を
請
う
。
四
門
助
教
趙
玄
黙
に
詔
し
、
鴻

寺
に
就
い
て
之
を
教
え
し

む
。
乃
ち
玄
黙
に
闊
幅
布
を
遣
り
て
、
束
修
の
禮
と
な
す
、
題
し
て
「
白
亀
元

年
の
調
の
布
」
と
。
人
亦
そ
の
偽
な
る
か
を
疑
う
。
得
る
と
こ
ろ
の
錫

盡
く

文
籍
を
市
い
、
海
に
泛
ん
で
還
る
。
其
の
偏
（
副
）
使
朝
臣
仲
滿
、
中
国
の
風

を
慕
い
、
因
て
留
ま
り
て
去
ら
ず
、
姓
名
を
改
め
て
朝
衡
と
為
し
、
仕
え
て
左

補
闕
、
儀
王
友
を
歴
た
り
。
衡
、
京
師
に
留
ま
る
こ
と
五
十
年
、
書
籍
を
好
み
、

放
ち
て
郷
に
帰
ら
し
め
し
も
、
逗
留
し
て
去
ら
ず68

）
）。」

と
あ
る
。

５-

２

吉
備
真
備

阿
倍
仲
麻
呂
を
、
生
涯
か
け
て
唐
王
朝
に
仕
え
た
日
本
人
留
学
生
の
典
型
と

す
れ
ば
、
吉
備
真
備
は
、
修
学
後
に
帰
国
し
て
祖
国
に
貢
献
し
た
留
学
生
の
代

表
と
言
え
る
。
吉
備
真
備
は
奈
良
時
代
の
学
者
・
官
僚
で
あ
り
、
六
九
五
年

（
六
九
三
年
あ
る
い
は
六
九
四
年
の
説
も
あ
る
）
に
吉
備
国
（
今
の
岡
山
県
・
兵
庫

県
あ
た
り
。
大
和
国
説
も
あ
る
）
に
生
ま
れ
、
井
真
成
よ
り
四
歳
年
長
で
あ
る
。

七
一
六
年
、
二
二
歳
で
正
規
に
遣
唐
留
学
生
に
選
抜
さ
れ
、
入
唐
後
は
国
子
監

四
門
助
教
の
趙
玄
黙
に
つ
い
て
儒
家
経
典
を
学
び
、
長
安
で
の
留
学
は
前
後
一

九
年
の
長
き
に
及
ん
だ
。
彼
は
刻
苦
勉
励
し
て
、
儒
家
経
典
や
歴
史
書
を
研
鑽

し
、
ひ
ろ
く
諸
芸
を
渉
猟
し
、
中
国
の
『
史
記
』『
漢
書
』『
後
漢
書
』
と
い
っ

た
史
書
、
儒
教
の
正
式
経
典
で
あ
る
五
経
、
法
律
の
古
典
、
算
術
、
暦
法
、
天

文
、
音
楽
、
建
築
な
ど
の
諸
方
面
に
お
い
て
深
い
造
詣
を
得
た
。

真
備
は
七
三
五
年
（
天
平
七
）
に
帰
国
す
る
と
、
価
値
あ
る
物
品
を
あ
ま
た

朝
廷
に
献
上
し
、
聖
武
天
皇
の
殊
遇
を
受
け
た
。
七
三
六
年
に
正
六
位
下
よ
り

外
従
五
位
下
と
な
る
。
翌
年
に
中
宮
亮
に
昇
進
し
、
七
三
九
年
に
は
母
の
墓
を

造
る
。
七
四
〇
年
の
藤
原
広
嗣
の
乱
に
際
し
て
は
、
僧
玄
昉
と
と
も
に
弾
劾
さ

れ
た
が
、
七
四
一
年
に
東
宮
学
士
と
な
り
皇
太
子
（
孝
謙
天
皇
）
に
『
礼
記
』

『
漢
書
』
を
講
ず
。
七
四
六
年
に
吉
備
朝
臣
と
改
め
、
翌
年
に
右
京
大
夫
に
昇

進
し
た
。
藤
原
仲
麻
呂
の
台
頭
に
よ
っ
て

前
守
・
肥
前
守
に
移
さ
れ
た
が
、

七
五
一
年
（
天
平
勝
宝
三
）
に
遣
唐
副
使
に
任
ぜ
ら
れ
て
、
再
び
入
唐
し
た
。

七
五
四
年
に
帰
国
し
、
大
宰
大
弐
と
な
り
建
議
し
て
怡
土
城
を
造
営
し
た
。
そ

の
後
、
造
東
大
寺
司
長
官
と
し
て
入
京
し
、
七
六
四
年
（
天
平
宝
字
八
）
の
藤
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原
仲
麻
呂
の
乱
に
際
し
て
は
朝
廷
の
軍
務
の
参
謀
と
な
り
、
そ
の
功
に
よ
っ
て

従
三
位
勲
二
等
、
参
議
・
中
衛
大
将
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
七
六
六
年
（
天
平
神
護

二
）
に
正
三
位
、
中
納
言
・
参
議
、
七
六
七
年
（
神
護
景
雲
一
）
に
従
二
位
右

大
臣
と
な
り
、
翌
年
に
正
二
位
に
昇
進
し
た
。
七
七
〇
年
（
宝
亀
一
）
に
白
壁

王
（
光
仁
天
皇
）
を
立
て
て
皇
太
子
と
し
、
正
二
位
右
大
臣
兼
中
衛
大
将
勲
二

等
の
地
位
に
昇
っ
た
。
そ
し
て
、
七
七
一
年
に
至
り
、
一
切
の
官
を
辞
任
し
た69

）
。

そ
れ
に
し
て
も
、
吉
備
真
備
は
な
ぜ
二
回
も
入
唐
し
た
の
だ
ろ
う
か
？

私

は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
吉
備
真
備
の
出
身
及
び
幼
年
時
代
よ
り
受
け
た
家
庭
教

育
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。
吉
備
真
備
は
、
す
な
わ
ち

吉
備
朝
臣
真
吉
備
で
あ
る
。
彼
は
、
吉
備
下
道
朝
臣
圀
勝
の
子
で
あ
り
、
母
は

楊
木
（
八
木
）
氏
と
称
す
る
。
現
在
、
岡
山
県
圀
勝
寺
の
蔵
す
る
下
道
朝
臣
圀

勝
・
圀
依
母
夫
人
の
骨
蔵
器
は
、
吉
備
真
備
の
出
自
と
幼
年
時
代
に
受
け
た
家

庭
教
育
を
考
察
す
る
う
え
で
、
重
要
な
考
古
学
的
な
資
料
で
あ
る
。
私
は
京
都

大
学
人
文
科
学
研
究
所
の
客
員
教
授
と
し
て
の
滞
在
期
間
の
二
〇
〇
四
年
二
月

四
日
に
、
元
同
志
社
大
学
施
設
部
長
松
浦
靖
氏
の
ご
助
力
に
よ
り
、
吉
備
の
故

郷
に
あ
る
圀
勝
寺
に
お
い
て
、
圀
勝
寺
檀
家
総
代
渡
辺
捷
平
氏
の
ご
好
意
を
得

て
、「
国
宝
」
に
指
定
さ
れ
て
い
る
吉
備
真
備
の
祖
母
の
骨
蔵
器
を
実
見
す
る

こ
と
が
で
き
た
（
図
９
）。

図９ 2004年２月４日に筆者は圀勝寺檀家総代渡辺捷平氏（右）・
元同志社大学施設部長松浦靖氏（左）のご案内で圀勝寺を見学。骨
蔵器が出土した下道氏墓域の入口にて（王維坤提供)

図10 圀勝寺下道朝臣圀勝・圀依母夫人骨蔵器の実物写真（王維坤
提供)

図11 圀勝寺下道朝臣圀勝・圀依母夫人骨蔵器蓋の実物写真（王
維坤提供)
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こ
の
骨
蔵
器
は
銅
で
鋳
造
さ
れ
て
お
り
、
蓋
が
つ
い
て
い
る
（
図
10
）。
と

く
に
、
蓋
の
表
面
に
次
の
二
行
の
銘
文
が
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る

（
図
11
）。

（
内
側
）

銘

下
道
圀
勝
弟
圀
依
朝
臣
右
二
人
母
夫
人
之
骨
蔵
器
故
知
後

人
明
不
可
移
破

（
外
側
）

以
和
銅
元
年
歳
次
戊
申
十
一
月
廿
七
日
己
酉
成
（
図
11
）

こ
の
銘
文
の
年
号
は
元
明
天
皇
の
年
号
、
和
銅
元
年
は
七
〇
八
年
で
あ
る
。

注
意
す
べ
き
は
、
銘
文
中
に
則
天
文
字
が
使
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
は

「
圀
」
だ
け
で
、
し
か
も
人
名
で
あ
る
。「
人
」「
臣
」「
日
」「
月
」「
年
」
の
五

字
は
則
天
文
字
を
使
っ
て
い
な
い
。
周
知
の
如
く
、
日
本
の
漢
字
は
ほ
と
ん
ど

す
べ
て
古
代
中
国
か
ら
直
接
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
国
」
の
字
は
そ
の

よ
い
例
で
あ
る
。「
国
」
は
古
く
は
繁
体
字
の
「
國
」
で
あ
り
、
現
在
使
用
し

て
い
る
簡
体
字
の
「
国
」
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
則
天
文
字
の
「
圀
」
で
も
な

い
。
管
見
で
は
、
則
天
武
后
は
前
後
一
八
字
を
新
た
に
造
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
、

「
圀
」
の
字
は
証
聖
元
年
（
六
九
五
）
四
月
か
ら
五
月
の
期
間
に
造
っ
た
字
で

あ
る70

）
。
目
下
、
考
古
学
的
に
最
古
の
実
例
は
万
歳
登
封
元
年
（
六
九
六
）
正
月

二
七
日
の
「
楊
昇
墓
誌
」
で
あ
る71

）
。
お
そ
ら
く
今
後
の
考
古
発
掘
に
よ
り
、
こ

れ
よ
り
さ
か
の
ぼ
る
則
天
武
后
期
の
墓
誌
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
注

意
す
べ
き
は
、
古
代
日
本
人
を
個
別
に
見
た
場
合
、
自
分
の
名
前
の
「
國
」
を

「
國
」
と
書
か
ず
に
、
則
天
文
字
の
「
圀
」
を
使
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
た
ん

に
「
國
」
一
字
の
問
題
で
は
な
く
、
本
人
並
び
に
そ
の
家
庭
が
則
天
武
后
期
の

文
化
の
学
習
に
熱
心
だ
っ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
は
ず
だ
と
筆
者
に
は
思
わ
れ

る
。５-

３

下
道
圀
勝
と
そ
の
弟
圀
依

そ
こ
で
上
述
の
銘
文
中
の
「
下
道
圀
勝
」
と
そ
の
弟
「
圀
依
」
の
関
連
状
況

に
つ
い
て
具
体
的
に
分
析
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
二
人
の
名
前
に
は
「
圀
」
と

い
う
則
天
文
字
が
使
わ
れ
て
い
る
。「
下
道
圀
勝
」
は
吉
備
真
備
の
父
親
で
あ

り
、「
圀
依
」
は
同
じ
く
叔
父
で
あ
る
。
骨
蔵
器
は
真
備
の
祖
母
の
も
の
で
あ

っ
た
。「
圀
勝
」
と
「
圀
依
」
と
い
う
二
人
の
名
前
か
ら
推
す
に
、
彼
ら
が
遣

唐
使
に
つ
い
て
長
安
あ
る
い
は
洛
陽
に
行
っ
た
可
能
性
を
排
除
で
き
な
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
に
関
す
る
記
載
が
日
中
の
文
献
に
見
え
ず
、
具
体
的
な

こ
と
は
知
れ
な
い
と
し
て
も
、
管
見
で
は
次
の
点
は
肯
定
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

彼
ら
兄
弟
の
名
前
に
「
圀
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
則
天
武
后
の
「
大

周
」
文
化
に
関
係
が
あ
り
、
長
安
あ
る
い
は
洛
陽
に
行
っ
た
可
能
性
を
示
す
か
、

あ
る
い
は
長
安
か
洛
陽
で
改
名
し
た
あ
と
の
名
前
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ

う
で
な
け
れ
ば
、
兄
弟
が
則
天
文
字
の
「
圀
」
を
自
分
の
名
前
と
し
て
み
ず
か

ら
の
母
親
の
骨
蔵
器
に
刻
む
と
い
う
行
為
は
理
解
し
に
く
い
と
思
う72

）
。

吉
備
真
備
が
六
九
五
年
に
出
生
し
た
こ
と
か
ら
逆
算
し
て
見
る
と
、
彼
の
父

親
と
叔
父
の
出
生
年
は
六
七
五
年
前
後
で
あ
ろ
う
。
六
六
九
年
、
天
智
天
皇
が

河
内
鯨
を
大
使
と
す
る
第
六
次
遣
唐
使
を
派
遣
し
た
と
き
に
、
彼
ら
兄
弟
は
ま

だ
生
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
も
し
兄
弟
が
長
安
に
行
っ
た
と
す
れ
ば
、
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そ
れ
は
七
〇
二
年
の
第
七
次
遣
唐
使
の
ほ
か
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
当
時
の
年

齢
は
二
七
歳
前
後
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
六
六
九
年
以
降
、
日
中
関
係
に
は
新

た
な
政
治
的
危
機
が
生
じ
、
日
本
側
は
一
方
的
に
遣
唐
使
の
派
遣
を
中
断
し
て

い
た
。
七
〇
二
年
ま
で
、
三
三
年
も
の
間
そ
の
中
断
は
続
い
た
の
で
あ
る
。

５-

４

粟
田
真
人

七
〇
二
年
（
大
宝
二
）、
文
武
天
皇
は
両
国
の
国
交
正
常
化
の
た
め
に
、
粟

田
真
人
を
執
節
使
、
坂
合
部
大
分
を
大
使
、
巨
勢
邑
治
を
副
使
と
す
る
第
七
次

遣
唐
使
を
組
織
し
て
唐
に
赴
か
せ
、
再
度
文
化
交
流
の
扉
を
開
い
た
。
こ
こ
で

強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
当
時
の
唐
政
権
は
時
す
で
に
「
大
周
」
政
権
に
改

ま
っ
て
お
り
、
す
べ
て
の
権
力
は
則
天
武
后
の
手
の
う
ち
に
確
保
さ
れ
て
い
た

こ
と
で
あ
る
。
則
天
武
后
は
大
明
宮
麟
徳
殿
で
粟
田
真
人
の
た
め
に
宴
を
は
っ

た
ば
か
り
か
、
彼
に
司
膳
卿
を
授
け
、
大
い
に
称
賛
し
た
。『
旧
唐
書
』
巻
一

九
九
上
「
東
夷
列
伝
」
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

「
長
安
三
年
（
七
〇
三
）、
其
大
臣
朝
臣
（
粟
田
）
真
人
来
貢
方
物
。
朝
臣

真
人
者
、
猶
中
国
戸
部
尚
書
、
冠
進
賢
冠
、
其
頂
為
花
、
分
而
四
散
、
身

服
紫
袍
、
以
帛
為
腰
帯
。
真
人
好
読
経
史
、
解
属
文
、
容
止
温
雅
。
則
天

宴
之
於
麟
徳
殿
、
授
司
膳
卿
、
放
還
本
国
（
長
安
三
年
（
七
〇
三
）、
其
の

大
臣
朝
臣
（
粟
田
）
真
人
、
来
り
て
方
物
を
貢
す
。
朝
臣
真
人
と
は
、
な
お
中

国
の
戸
部
尚
書
の
ご
と
し
、
進
賢
冠
を
冠
り
、
其
の
頂
に
花
を
為
り
、
分
れ
て

四
散
せ
し
む
。
身
は
紫
袍
を
服
し
、
帛
を
以
て
腰
帯
と
為
す
。
真
人
好
ん
で
経

史
を
読
み
、
文
を
属
す
る
を
解
し
、
容
止
温
雅
な
り
。
則
天
（
武
后
）
こ
れ
を

麟
徳
殿
に
宴
し
、
司
膳
卿
を
授
け
、
放
ち
て
本
国
に
還
ら
し
む73

）
）」

と
あ
る
。
則
天
武
后
が
大
明
宮
麟
徳
殿
で
粟
田
真
人
の
た
め
に
宴
を
は
り
、
司

膳
卿
の
職
を
授
け
た
の
は
、
第
七
次
遣
唐
使
に
対
す
る
重
視
と
高
い
レ
ベ
ル
の

接
待
を
表
し
て
い
る
。
実
は
、
粟
田
真
人
ら
は
唐
に
来
る
ま
で
、
皇
太
后
が
登

極
し
、
国
号
を
「
大
周
」
と
改
め
て
い
た
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
し
て
や
則
天
文
字
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
る
は
ず
は
あ
る
ま
い
。

『
続
日
本
紀
』
巻
三
に
よ
れ
ば
、

「（
文
武
天
皇
慶
雲
元
年
、
七
〇
四
年
）
秋
七
月
甲
申
朔
、
正
四
位
下
粟
田
朝

臣
真
人
自
唐
国
至
。
初
至
唐
時
、
有
人
来
問
曰
、
何
処
使
人
。
答
曰
、
日

本
国
使
。
我
使
反
問
曰
、
此
是
何
州
界
。
答
曰
、
是
大
周
楚
州
塩
城
県
界

也
。
更
問
、
先
是
大
唐
、
今
称
大
周
。
国
号
縁
何
改
称
。
答
曰
、
永
淳
二

年
（
六
八
三
）、
天
皇
太
帝
（
高
宗
）
崩
。
皇
太
后
（
則
天
武
后
）
登
位
、

称
号
聖
神
皇
帝
、
国
号
大
周
。
問
答
略
了
。
唐
人
謂
我
使
曰
、
亟
聞
、
海

東
有
大
倭
国
。
謂
之
君
子
国
。
人
民
豊

、
礼
義
敦
行
。
今
看
使
人
、
儀

容
大
浄
。
豈
不
信
乎
。
語
畢
而
去
。（〔
文
武
天
皇
慶
雲
元
年
、
七
〇
四
年
〕

秋
七
月
甲
申
の
朔
、
正
四
位
下
粟
田
朝
臣
真
人
、
唐
国
よ
り
至
る
。
初
め
唐
に

至
り
し
時
、
人
有
り
、
来
り
て
問
ひ
て
曰
は
く
、「
何
処
の
使
人
ぞ
」
と
い
ふ
。
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答
へ
て
曰
は
く
、「
日
本
国
の
使
な
り
」
と
い
ふ
。
我
が
使
、
反
り
て
問
ひ
て

曰
は
く
、「
此
は
是
れ
何
の
州
の
界
ぞ
」
と
い
ふ
。
答
へ
て
曰
は
く
、「
是
は
大

周
楚
州
塩
城
県
の
界
な
り
」
と
い
ふ
。
更
に
問
は
く
、「
先
に
は
是
れ
大
唐
、

今
は
大
周
と
称
く
。
国
号
、
何
に
縁
り
て
か
改
め
称
く
る
」
と
と
ふ
。
答
へ
て

曰
は
く
、「
永
淳
二
年
（
六
八
三
）、
天
皇
太
帝
（
高
宗
）
崩
じ
た
ま
ひ
き
。
皇

太
后
（
則
天
武
后
）
位
に
登
り
、
称
を
聖
神
皇
帝
と
号
ひ
、
国
を
大
周
と
号
け

り
」
と
い
ふ
。
問
答
略
了
り
て
、
唐
の
人
我
が
使
に
謂
ひ
て
曰
は
く
、「
亟
聞

か
く
、「
海
の
東
に
大
倭
国
有
り
。
こ
れ
を
君
子
国
と
謂
ふ
。
人
民
豊

に
し
て
、

礼
義
敦
く
行
は
る
」
と
き
く
。
今
使
人
を
看
る
に
、
儀
容
大
だ
浄
し
、
豈
信
な

ら
ず
や
」
と
い
ふ
。
語
畢
り
て
去
り
き74

）
）」

と
あ
る
。

逆
に
言
え
ば
、
則
天
武
后
な
ら
び
に
則
天
文
字
を
含
め
た
当
時
の
「
大
周
」

文
化
は
、
粟
田
真
人
を
執
節
使
と
す
る
第
七
次
遣
唐
使
団
に
深
い
印
象
を
与
え

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
と
き
則
天
武
后
が
麟
徳
殿
で
歓
待

し
た
の
は
必
ず
や
粟
田
真
人
一
人
だ
け
で
な
く
、
第
七
次
遣
唐
使
団
の
メ
ン
バ

ー
を
あ
る
程
度
含
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
も
し
そ
う
な
ら
、
第
七
次
遣

唐
使
に
つ
い
て
入
唐
し
た
下
道
圀
勝
と
圀
依
の
兄
弟
二
人
が
こ
の
宴
席
に
列
し

て
い
た
と
考
え
て
も
お
か
し
く
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
彼
ら
兄
弟
の
名
前
は
こ

の
宴
会
の
後
に
改
名
し
た
も
の
と
考
え
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
少
な
く
と
も

言
え
る
の
は
、
も
と
も
と
の
「
国
勝
」「
国
依
」
を
「
圀
勝
」「
圀
依
」
に
改
名

し
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ

れ
は
単
に
「
圀
」
一
字
の
問
題
で
は
な
く
、
則
天
武
后
本
人
お
よ
び
則
天
文
字

が
彼
ら
に
与
え
た
大
き
な
影
響
の
必
然
的
結
果
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
上
述

の
筆
者
の
推
測
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
彼
ら
兄
弟
は
七
〇
二
年
の
第
七
次
遣
唐

使
に
し
た
が
っ
て
長
安
に
行
っ
た
の
で
あ
り
、
吉
備
真
備
は
幼
少
の
時
か
ら
こ

う
し
た
父
や
叔
父
の
家
庭
環
境
の
薫
陶
を
受
け
て
い
た
の
で
、
成
人
し
て
か
ら

阿
倍
仲
麻
呂
・
大
和
長
岡
・
玄
昉
お
よ
び
井
真
成
ら
と
と
も
に
七
一
七
年
の
第

八
次
遣
唐
使
と
し
て
入
唐
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

５-

５

井
真
成
の
入
唐
時
期

こ
こ
で
注
目
に
値
す
る
の
は
、
二
〇
〇
五
年
四
月
九
日
、
西
北
大
学
と
陝
西

省
文
物
事
業
管
理
局
が
、
主
に
北
京
に
あ
る
数
人
の
史
学
界
の
研
究
者
を
招
待

し
て
西
安
鴻
業
大
酒
店
で
開
い
た
「
唐
代
日
本
留
学
生
井
真
成
墓
誌
学
術
研
討

会
」
で
あ
る
。
こ
の
研
討
会
で
は
ま
ず
北
京
大
学
中
国
古
代
史
研
究
セ
ン
タ
ー

教
授
の
栄
新
江
氏
が
「
井
真
成
墓
誌
か
ら
見
た
唐
朝
の
日
本
留
学
生
に
対
す
る

礼
遇
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
発
言
し
、
新
た
な
学
説
を
提
出
し
た
。

「
と
に
か
く
、
私
は
井
真
成
が
開
元
二
一
年
（
七
三
三
）
か
ら
出
発
し
た

遣
唐
使
団
に
従
っ
て
来
華
し
た
留
学
生
で
あ
り
、
同
年
八
月
に
蘇
州
に
到

着
し
、
そ
れ
か
ら
長
安
に
入
京
し
た
と
い
う
学
説
に
賛
成
す
る
。
お
そ
ら

く
過
労
な
ど
の
原
因
に
よ
っ
て
開
元
二
二
年
（
七
三
四
）
正
月
に
は
長
安

で
逝
去
し
た
の
で
、
太
学
に
入
る
学
習
の
機
会
が
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
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そ
の
上
自
分
の
才
能
を
発
揮
し
た
所
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
彼
は
貴
族
の
出
身
で
あ
り
、
賢
く
才
能
も
横
溢
し
て
、
若
く
し
て
亡
く

な
っ
た
の
で
、
玄
宗
に
哀
傷
を
感
じ
さ
せ
て
、
長
安
を
出
て
当
地
の
飢
饉

を
避
け
る
緊
急
避
難
の
時
期
に
、
わ
ざ
わ
ざ
井
真
成
に
「
尚
衣
奉
御
」
の

官
職
を
贈
っ
た
と
同
時
に
、
政
府
よ
り
彼
の
葬
儀
を
お
だ
や
か
に
按
排
さ

せ
た
の
で
あ
る
。
玄
宗
と
唐
朝
政
府
は
こ
の
よ
う
な
無
名
無
官
の
留
学
生

に
対
し
て
盛
大
な
る
葬
儀
を
行
っ
た
こ
と
を
、
唐
長
安
城
に
お
け
る
中
日

往
来
の
一
つ
の
よ
い
話
と
し
て
記
録
し
た
の
で
あ
る
。
今
度
収
集
さ
れ
て

い
る
墓
誌
は
十
分
に
飾
り
け
が
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
点
か
ら
言
え
ば
、

そ
の
墓
誌
は
確
か
に
一
つ
の
非
常
に
珍
し
い
歴
史
文
物
で
あ
ろ
う
」

と
、
栄
新
江
氏
は
強
調
し
て
指
摘
し
た75

）
。

ま
た
、
中
国
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
所
研
究
員
の
呉
玉
貴
氏
も
「
井
真
成
の

来
華
時
間
に
関
す
る
一
意
見
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
発
言
し
、
井
真
成
が
開
元
二

一
年
（
七
三
三
）
か
ら
出
発
し
た
遣
唐
使
団
に
従
っ
て
来
華
し
た
留
学
生
だ
と

い
う
栄
新
江
氏
の
新
説
を
支
持
す
る
と
同
時
に
、
な
ぜ
こ
の
新
た
な
説
を
支
持

す
る
か
三
つ
の
理
由
を
提
示
し
た
。

「
第
一
、
墓
誌
に
記
載
す
る
と
、「
公
、
姓
は
井
、
字
は
真
成
。
国
は
日
本

と
号
し
、
才
は
天
縦
と
称
せ
ら
る
。
故
に
能
く
遠
邦
に
□
命
し
、
上
国
に

馳

す
。
礼
楽
を
蹈
み
、
衣
冠
を
襲
ぎ
、
束
帯
し
て
朝
に
（
立
つ
こ
と
）、

与
に

い
た
り
難
し
。
豈
に
図
ら
ん
や
、
強
學
し
て
倦
ま
ず
、
道
に
聞
く

こ
と
未
だ
終
わ
ら
ず
し
て
、
□
（
雪
）
に
移
舟
に
遇
い
、
隙
に
奔

に
逢

う
を
や
、
開
元
廿
二
年
正
月
□
日
を
以
て
、
乃
ち
官
弟
に
終
れ
り
、
春
秋
、

卅
六
。」
と
い
う
。
上
述
の
墓
誌
の
内
容
は
非
常
に
空
疎
簡
単
で
あ
り
、

も
し
井
真
成
が
入
唐
し
て
か
ら
も
う
十
七
年
間
が
経
つ
な
ら
ば
、
墓
誌
に

彼
の
履
歴
を
一
字
も
書
か
な
い
の
は
不
可
解
で
あ
ろ
う
。「
あ
る
学
者
」

の
意
見
に
言
わ
れ
た
「
墓
誌
の
記
載
は
常
套
句
を
並
べ
て
撰
し
た
」
と
い

う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
情
況
を
指
す
は
ず
で
あ
る
。
第
二
、
こ
れ
ら
の

常
套
句
を
並
べ
た
記
載
よ
り
、
井
真
成
の
来
華
に
関
す
る
手
が
か
り
を
探

る
こ
と
が
で
き
る
。
墓
誌
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
「
豈
に
図
ら
ん
や
、
強

学
し
て
倦
ま
ず
、
道
に
聞
く
（
筆
者
註
‥
こ
の
字
は
「
聞
」
で
は
な
く
、

「
問
」
で
あ
る
）
こ
と
未
だ
終
わ
ら
ず
」
と
い
う
言
葉
も
、
彼
の
来
華
し
た

後
の
勉
強
時
間
が
あ
ま
り
長
く
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
。
も
し
非
常
に
長

い
期
間
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
墓
誌
の
中
に
こ
の
よ
う
な
描
写
が
出
現
す
る

こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
思
う
。
第
三
、
こ
れ
も
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
で
あ

る
。
墓
誌
に
よ
る
と
、
井
真
成
の
葬
礼
は
唐
朝
の
政
府
に
よ
り
執
り
行
わ

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
『
大
唐
六
典
』
巻
一
八
・『
旧
唐
書
』
巻
四

四
「
職
官
志
」・『
新
唐
書
』
巻
四
八
「
百
官
志
」
に
関
す
る
蕃
人
の
在
華

死
亡
者
の
喪
事
に
か
か
わ
る
も
の
を
官
に
よ
り
執
り
行
わ
せ
た
（
喪
事
所

須
、
並
令
官
給
）
記
載
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
『
新
唐
書
』

巻
四
八
「
百
官
志
・
宗
正
寺
」
の
条
に
さ
ら
に
明
確
に
記
載
し
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
「
新
羅
、
日
本
僧
入
朝
学
問
、
九
年
不
還
者
編
諸
籍
（
新
羅
、

日
本
僧
の
入
朝
し
て
学
問
し
、
九
年
還
ら
ざ
る
者
は
諸
籍
を
編
む
）」
と
い
う
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わ
け
で
あ
る
。
留
学
僧
と
学
問
僧
は
唐
朝
で
学
習
す
る
具
体
的
な
内
容
が

違
う
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
待
遇
は
一
致
す
べ
き
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

も
し
井
真
成
が
す
で
に
唐
朝
で
十
七
年
間
滞
在
し
た
な
ら
ば
、
彼
は
も
ち

ろ
ん
早
め
に
唐
国
籍
に
入
っ
た
は
ず
で
あ
ろ
う
、
喪
事
の
方
面
で
も
蕃
人

の
待
遇
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
え
る
。
彼
が
唐
朝
に
お
け
る
蕃

人
の
待
遇
を
受
け
た
か
ら
に
は
、
彼
の
来
華
時
間
を
開
元
二
一
年
（
七
三

三
）
と
す
る
は
ず
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
、
す
な
わ
ち
去
世
の
一

年
前
で
あ
る76

）
」

と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
私
は
上
述
の
二
氏
の
学
説
を
否
定
す
る
意
見
を
持
っ
て
い
る
。
私

は
二
氏
の
意
見
を
聞
い
て
も
、
井
真
成
の
入
唐
年
代
は
や
は
り
第
八
次
の
七
一

七
年
で
あ
り
、
第
九
次
の
七
三
三
年
の
可
能
性
は
非
常
に
低
い
と
、
強
く
信
じ

る
も
の
で
あ
る
。
何
故
か
と
言
う
と
、
少
な
く
と
も
、
四
つ
の
理
由
と
証
拠
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
一
、
井
真
成
の
年
齢
か
ら
分
析
す
る
と
、
彼
は

六
九
九
年
に
生
ま
れ
た
人
物
で
、
も
し
七
一
七
年
に
入
唐
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
時
、
一
九
歳
で
あ
り
、
遣
唐
留
学
生
と
す
る
の
に
最
適
の
年
齢
だ
と
思
う
。

も
し
、
井
真
成
が
七
三
三
年
に
入
唐
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
、
も
う
三

五
歳
に
な
り
、
遣
唐
留
学
生
と
い
う
身
分
で
入
唐
す
る
こ
と
は
明
ら
か
に
可
能

性
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
阿
倍
仲
麻
呂
は
六
九
八
年
（
七
〇

一
年
と
も
言
う77

）
）
に
生
ま
れ
、
七
一
七
年
に
入
唐
し
た
時
の
年
齢
は
二
〇
歳
で

あ
り
、
吉
備
真
備
の
場
合
に
は
二
二
歳
の
時
、
遣
唐
使
団
に
選
ば
れ
、
翌
年
に

入
唐
し
、
そ
の
時
の
年
齢
は
二
三
歳
で
あ
る
。
こ
の
実
例
か
ら
、
遣
唐
留
学
生

の
平
均
年
齢
は
、
二
〇
歳
ぐ
ら
い
の
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。
な
お
、
北
京
大

学
中
国
古
代
史
研
究
セ
ン
タ
ー
副
教
授
の
羅
新
氏
は
遣
唐
留
学
生
の
入
唐
年
齢

に
つ
い
て
、
以
前
、
か
な
り
意
義
を
持
つ
統
計
調
査
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
、

入
唐
年
齢
は
ほ
と
ん
ど
二
五
歳
以
下
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

井
真
成
の
入
唐
年
代
は
第
九
次
の
七
三
三
年
よ
り
も
む
し
ろ
第
八
次
の
七
一
七

年
の
可
能
性
の
ほ
う
が
高
い
と
思
う
。
そ
の
二
、
七
三
三
年
に
入
る
と
、
井
真

成
の
年
齢
は
も
う
三
五
歳
を
迎
え
、
墓
誌
に
い
う
「
豈
図
ら
ん
や
、
学
に
強
め

て
倦
ま
な
い
」、
そ
れ
に
「
三
〇
歳
に
而
て
立
つ
」
年
齢
を
過
ぎ
た
人
物
で
あ

れ
ば
、
勿
論
、
大
き
な
業
績
を
挙
げ
た
は
ず
で
あ
ろ
う
と
言
え
る
。
も
し
、
本

当
に
そ
う
い
う
人
物
で
あ
れ
ば
、
彼
の
名
前
は
言
う
ま
で
も
な
く
日
本
の
書
物

の
中
に
載
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
残
念
な
が
ら
、
い
ま
ま
で
見
ら
れ
る
日
本
の
古

代
書
物
に
限
り
、
井
真
成
と
い
う
人
物
に
関
係
す
る
記
事
は
何
も
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
分
析
す
る
と
、
井
真
成
は
た
ぶ
ん
若
く
一
九
歳
で
入
唐

し
た
の
で
あ
り
、
彼
の
入
唐
年
代
は
第
九
次
の
七
三
三
年
よ
り
も
む
し
ろ
第
八

次
の
七
一
七
年
の
方
が
よ
い
と
思
う
。
そ
の
三
、
も
し
井
真
成
が
七
三
三
年
一

〇
月
以
後
に
入
唐
す
れ
ば
、
翌
年
の
正
月
に
亡
く
な
る
ま
で
、
僅
か
に
四
ヶ
月

足
ら
ず
の
期
間
、
長
安
に
滞
在
し
、
こ
の
よ
う
な
短
い
期
間
の
う
ち
に
、
何
か

大
き
な
業
績
を
挙
げ
る
の
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
と
、
私
は
思
う
。
そ
れ
で
は
、

彼
が
死
後
、
唐
玄
宗
よ
り
「
皇
上
は
哀
傷
し
、
追
崇
す
る
に
典
有
り
、
詔
し
て
、

尚
衣
奉
御
を
贈
る
」
と
い
う
待
遇
を
受
け
る
こ
と
も
理
解
で
き
な
い
。「
蕃
国
」
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か
ら
来
た
井
真
成
が
、
四
ヶ
月
に
足
り
な
い
期
間
で
は
「
上
国
」
の
大
唐
皇
帝

で
あ
る
玄
宗
と
の
間
に
そ
の
よ
う
な
親
し
み
あ
る
関
係
を
結
ぶ
の
は
不
可
能
で

あ
ろ
う
と
思
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
唐
玄
宗
は
そ
の
時
、
一
般
的
な
関
係
の

人
々
に
「
尚
衣
奉
御
」
と
い
う
職
官
を
贈
っ
た
例
も
な
い
。
逆
に
言
え
ば
井
真

成
は
長
安
に
長
く
滞
在
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
唐
玄
宗
と
の
関
係
を
深
め
る
機
会
が

多
く
な
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
井
真
成
の
長
安
滞
在
期
間
は
、
言

う
ま
で
も
な
く
結
構
長
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
井
真
成
の
入
唐
年
代
を
第

九
次
の
七
三
三
年
よ
り
も
む
し
ろ
第
八
次
の
七
一
七
年
と
す
る
有
利
な
理
由
と

証
拠
に
な
る
と
思
う
。
そ
の
四
、
井
真
成
は
阿
倍
仲
麻
呂
や
吉
備
真
備
と
比
べ

る
と
、
殆
ん
ど
同
じ
年
代
の
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
、『
続
日
本
紀
』
と
い
う

文
献
に
「
我
朝
学
生
播
名
唐
国
者
唯
大
臣
及
朝
衡
二
人
而
已
（
我
が
朝
の
学
生

に
し
て
名
を
唐
国
に
播
す
者
は
、
唯
だ
大
臣
（
吉
備
真
備
）
と
朝
衡
（
阿
倍
仲
麻
呂
）

と
の
二
人
の
み78

）
）」
と
あ
り
、
墓
誌
以
外
に
何
も
記
載
が
な
い
こ
と
は
実
に
理
解

し
に
く
い
。
私
の
考
え
で
は
、
も
し
井
真
成
が
七
三
四
年
に
三
六
歳
で
夭
折
し

な
か
っ
た
な
ら
ば
、
き
っ
と
名
を
上
げ
る
機
会
が
多
く
あ
り
、
少
な
く
と
も
吉

備
真
備
や
阿
倍
仲
麻
呂
と
い
う
二
人
だ
け
で
は
な
く
、
た
ぶ
ん
井
真
成
の
名
も

考
慮
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
と
思
う
。
例
え
ば
、
吉
備
真
備
は
七
四
一
年
に
東

宮
学
士
と
な
り
皇
太
子
（
孝
謙
天
皇
）
に
『
礼
記
』『
漢
書
』
を
講
じ
た
人
物

で
あ
り
、
正
二
位
右
大
臣
兼
中
衛
大
将
勲
二
等
の
地
位
に
昇
っ
た
。
阿
倍
仲
麻

呂
は
、
七
七
〇
年
に
没
後

州
大
都
督
を
追
贈
さ
れ
た
。
ま
た
、
承
和
三
年

（
八
三
六
）
五
月
に
、
仁
明
天
皇
か
ら
正
二
位
を
贈
ら
れ
た
。
も
し
井
真
成
が

七
七
〇
年
ま
で
生
き
た
な
ら
ば
、
唐
玄
宗
よ
り
贈
ら
れ
た
「
従
五
品
上
」「
尚

衣
奉
御
」
の
官
職
な
ど
問
題
に
も
な
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、

井
真
成
の
入
唐
年
代
は
第
九
次
の
七
三
三
年
よ
り
も
む
し
ろ
第
八
次
の
七
一
七

年
し
か
な
い
と
思
う
。
さ
ら
に
、
井
真
成
は
阿
倍
仲
麻
呂
と
吉
備
真
備
を
は
じ

め
と
す
る
遣
唐
使
と
一

に
入
唐
し
た
の
で
あ
る
。
阿
倍
仲
麻
呂
は
、
開
元
五

年
（
七
一
七
）
に
唐
に
行
き
、
翌
年
太
学
に
入
っ
た
あ
と
、
お
そ
ら
く
科
挙
に

合
格
し
て
、
開
元
九
年
（
七
二
一
）
二
四
歳
で
校
書
〔
郎
〕
に
（
儲
光
儀
『
洛
中

胎
朝
校
書
衡
』）、
開
元
一
〇
年
（
七
二
二
）
に
〔
左
〕
拾
遺
に
任
じ
ら
れ
た
。

開
元
一
九
年
（
七
三
一
）
に
左
補
闕
に
任
じ
ら
れ
た
（
趙
曄
『
送
晁
補
闕
帰
日
本

国
』）。
左
拾
遺
は
従
八
品
上
で
、
左
補
闕
は
従
七
品
上
で
あ
る
。
井
真
成
は
亡

く
な
っ
た
開
元
二
二
年
（
七
三
四
）
に
、
た
ぶ
ん
同
じ
位
階
の
官
職
を
持
っ
た

の
で
、
唐
玄
宗
よ
り
従
五
品
上
の
「
尚
衣
奉
御
」
の
官
職
を
贈
ら
れ
た
と
思
う
。

注１
）

日
文
研
共
同
研
究
会
（
研
究
代
表
者
王
維
坤
・
研
究
幹
事
宇
野
隆
夫
）

「
王
共
同
研
究
会
の
趣
旨
」『
古
代
東
ア
ジ
ア
交
流
の
総
合
的
研
究
』、（『
国
際

日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
要
覧
・
二
〇
〇
七
年
』
二
七
頁
所
収
）、
筆
者
は
、

二
〇
〇
七
年
四
月
一
日
か
ら
二
〇
〇
八
年
三
月
三
一
日
ま
で
国
際
日
本
文
化
研

究
セ
ン
タ
ー
の
外
国
人
研
究
員
と
し
て
招
聘
さ
れ
た
。

２
）

王
維
坤
「
在
唐
の
日
本
留
学
生
井
真
成
墓
誌
の
発
見
と
新
研
究

井
真

成
墓
誌
に
関
す
る
研
究
前

」
王
維
坤
・
宇
野
隆
夫
編
『
古
代
東
ア
ジ
ア
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交
流
の
総
合
的
研
究
』、
朋
友
書
店
、
二
〇
〇
八
年
。（
予
定
）

３
）
﹇
后
晋
﹈
劉

等
撰
『
旧
唐
書
』
三
〇
九
二
頁
、
中
華
書
局
、
一
九
八
六

年
。

４
）

石
見
清
裕
「
入
唐
日
本
人
「
井
真
成
墓
誌
」
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
」『
ア

ジ
ア
遊
学

特
集

波
騒
ぐ
東
ア
ジ
ア
』
七
〇
号
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
四

年
一
二
月
。

５
）

ａ

氣
賀
澤
保
規
「
残
さ
れ
た
空
白
個
所
の
謎
」『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇

四
年
一
〇
月
二
〇
日
。
ｂ

氣
賀
澤
保
規
「
井
真
成
墓
誌
の
世
界
と
阿
倍
仲
麻

呂
」
東
海
大
学
史
学
会
『
二
〇
〇
六
年
度
東
海
大
学
史
学
会
大
会

公
開
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
『「
井
真
成
墓
誌
」
と
遣
唐
使
の
時
代
』『
東
海
史
学
』、
第
四
一
号
、

二
〇
〇
七
年
。

６
）
『
専
修
大
学
・
西
北
大
学
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

井
真
成
墓
誌
研
討

会
資
料
』、
一
二
頁
、
専
修
大
学
・
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
五
年
。

７
）

伊
藤
和
史
「
謎
深
ま
る
「
井
真
成
」
の
実
像
」『
毎
日
新
聞
』
二
〇
〇
五

年
二
月
一
八
日
。

８
）

武
志
遠
・
郭
建
邦
編
『
千
唐
誌
斎
蔵
誌
』、
五
一
二
方
、
文
物
出
版
社
、

一
九
八
三
年
。

９
）
﹇
唐
﹈
李
隆
基
撰
・
李
林
甫
注
・
広
池
千
九
郎
校
注
・
内
田
智
雄
補
訂

『
大
唐
六
典
』、
二
三
五
｜
二
三
六
頁
、
三
秦
出
版
社
、
一
九
九
一
年
。

10
）

陝
西
省
古
籍
整
理

公
室
編
・
呉
鋼
主
編
『
全
唐
文
補
遺
』
第
七
輯
、
二

六
頁
、
三
秦
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
。

11
）

注
（
４
）
に
同
じ
。

12
）

中
国
文
物
研
究
所
・
陝
西
省
古
籍
整
理

公
室
編
『
新
中
国
出
土
墓
誌
・

陝
西
・
壱
』
上
冊
、
九
三
頁
、
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
。

13
）

王
維
坤
「
則
天
造
字
と
日
本
に
お
け
る
〞
則
天
文
字
〝
の
受
容
」、
上
田

正
昭
編
『
古
代
の
日
本
と
渡
来
の
文
化
』
八
一
｜
九
四
頁
、
学
生
社
、
一
九
九

七
年
。

14
）

麦
明
「
新
発
現
的
唐
日
本
人
井
真
成
墓
誌
及
初
歩
研
究
」『
西
北
大
学

学
報
』
二
〇
〇
四
年
六
期
。

15
）
﹇
唐
﹈
魏
徴
等
撰
『
隋
書
』
一
八
二
七
頁
、
中
華
書
局
、
一
九
八
七
年
。

16
）

平
川
南
編
『
古
代
日
本
の
文
字
世
界
』、
大
修
館
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
。

17
）

王
維
坤
「
関
於
唐
日
本
留
学
生
井
真
成
墓
誌
之
我
見
」『
西
北
大
学
学
報
』

二
〇
〇
五
年
二
期
。

18
）

ａ

注
（
６
）
に
同
じ
、
三
〇
｜
三
八
頁
。
ｂ

矢
野
建
一
「「
井
真
成

墓
誌
」
と
第
一
〇
次
遣
唐
使
」
専
修
大
学
・
西
北
大
学
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
編
『
遣
唐
使
の
見
た
中
国
と
日
本

新
発
見
「
井
真
成
墓
誌
」
か
ら
何
が

わ
か
る
か

』
九
三
頁
、
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
五
年
。

19
）

周
紹
良
・
趙
超
主
編
『
唐
代
墓
誌
彙
編
続
集
』、
顕
慶
〇
一
六
方
、
上
海

古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
。

20
）

注
（
４
）
に
同
じ
。

21
）

注
（
９
）
に
同
じ
。

22
）

ａ

葉
国
良
「
唐
代
墓
誌
考
釈
八
則
」『
台
大
中
文
学
報
』
一
九
九
五
年
、

第
七
期
。
ｂ

葉
国
良
『
石
学
続
探
』
一
二
八
頁
、
台
北
・
大
安
出
版
社
、
一

九
九
九
年
。

23
）

渡
辺
延
志
「
最
古
の
「
日
本
」
台
湾
に
資
料
？

井
真
成
の
墓
誌
よ
り

二
一
年
早
い
と
報
告
」『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
五
年
二
月
八
日
夕
。

24
）

王
維
坤
「
井
真
成
墓
誌
に
関
す
る
諸
問
題
」『
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
』

一
二
三
号
、
二
〇
〇
五
年
。
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25
）

氣
賀
澤
保
規
「
遣
唐
使
留
学
生
「
井
真
成
墓
誌
」
へ
の
疑
問
」『
東
ア
ジ

ア
の
古
代
文
化
』
一
二
三
号
、
二
〇
〇
五
年
。

26
）

木
村
英
一
『
孔
子
と
論
語
』
三
三
一
頁
、
創
文
社
、
一
九
七
一
年
。

27
）

﹇
元
﹈
陳

注
『
新
刊
四
書
五
経
』
五
六
頁
、
中
国
書
店
、
一
九
八
四
年
。

28
）

張
歩
雲
『
唐
代
中
日
往
来
詩
輯
注
』
一
二
一
｜
一
二
三
頁
、
陝
西
人
民
出

版
社
、
一
九
八
四
年
。

29
）

注
（
６
）
に
同
じ
。

30
）

注
（
25
）
に
同
じ
。

31
）

夏
于
全
集
注
『
唐
詩
宋
詞
全
集
』
四
八
一
頁
、
華
芸
出
版
社
、
一
九
九
七

年
。

32
）

ａ

注
（
17
）
に
同
じ
。
ｂ

注
（
14
）
に
同
じ
。
ｃ

王
建
新
「
西
北

大
学
博
物
館
収
蔵
唐
代
日
本
留
学
生
墓
誌
考
釈
」『
西
北
大
学
学
報
』
二
〇
〇

四
年
六
期
。
ｄ

注
（
25
）
同
じ
。

33
）

陳
戌
国
点
校
『
四
書
五
経
』
二
四
頁
、
岳
麓
書
社
、
一
九
九
一
年
。

34
）
﹇
漢
﹈
司
馬
遷
『
史
記
』
二
二
一
七
頁
、
中
華
書
局
、
一
九
八
九
年
。

35
）
﹇
魏
﹈
何
晏
・﹇
梁
﹈
皇
侃
等
注
『
四
部
要
籍
注
疏
叢
刊
』
一
六
三
〇
頁
、

中
華
書
局
、
一
九
九
八
年
。

36
）

麦
明
・
葛
継
勇
「
井
真
成
墓
誌
銘
釈
読
再
探
」『
西
北
大
学
学
報
』
二

〇
〇
五
年
二
期
。

37
）

ａ

葛
継
勇
「
井
真
成
墓
誌
に
つ
い
て
の
基
礎
的
研
究
」
井
真
成
市
民
研

究
会
に
て
、
二
〇
〇
五
年
一
月
一
二
日
の
発
言
記
録
。
ｂ

藤
田
友
治
編
『
遣

唐
使
・
井
真
成
の
墓
誌

い
の
ま
な
り
市
民
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
録

』

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
六
年
。

38
）

注
（
25
）
に
同
じ
。

39
）

注
（
6
）
に
同
じ
。

40
）

ａ

注
（
36
）
に
同
じ
。
ｂ

葛
継
勇
「
日
本
留
学
生
井
真
成
墓
誌
銘
釈

読
初
探
（
一
）」
王
勇
主
編
『
中
日
関
係
史
料
与
研
究
』
第
二
輯
、
七
八
｜
八

三
頁
、
国
際
文
化
工
房
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
。

41
）

注
（
25
）
に
同
じ
。

42
）

注
（
27
）
に
同
じ
。

43
）

注
（
８
）
に
同
じ
、
三
五
八
方
。

44
）

注
（
８
）
に
同
じ
、
三
六
六
方
。

45
）

注
（
25
）
に
同
じ
。

46
）

注
（
37
）
に
同
じ
。

47
）

注
（
25
）
と
注
（
６
）
に
同
じ
。

48
）

注
（
25
）
に
同
じ
。

49
）
﹇
清
﹈
董

等
編
『
全
唐
文
』（
三
）、
二
九
五
七
頁
、
中
華
書
局
、
一
九

八
三
年
。

50
）
﹇
宋
﹈
李
昉
等
編
『
文
苑
英
華
』
四
七
四
三
頁
、
中
華
書
局
、
一
九
六
六

年
。

51
）
﹇
宋
﹈
欧
陽
修
・
宋
祁
撰
『
新
唐
書
』
四
一
二
四
頁
、
中
華
書
局
、
一
九

八
六
年
。

52
）

注
（
８
）
に
同
じ
、
三
一
六
方
。

53
）

注
（
10
）
に
同
じ
、
第
五
輯
二
七
八
｜
二
八
〇
頁
。

54
）
﹇
唐
﹈
李
延
寿
撰
『
北
史
』
九
四
九
頁
、
中
華
書
局
、
一
九
七
四
年
。

55
）
﹇
唐
﹈
欧
陽
詢
撰
・
汪
紹

校
『
芸
文
類
聚
』
八
九
一
頁
、
中
華
書
局
、

一
九
六
五
年
。

56
）

注
（
８
）
に
同
じ
、
四
〇
〇
方
。
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57
）

注
（
８
）
に
同
じ
、
四
二
二
方
。

58
）

注
（
25
）
に
同
じ
。

59
）

注
（
36
）
に
同
じ
。

60
）

注
（
８
）
に
同
じ
、
三
九
一
方
。

61
）

注
（
３
）
に
同
じ
、
三
〇
二
八
頁
。

62
）

注
（
51
）
に
同
じ
、
四
〇
四
七
頁
。

63
）

ａ

注
（
37
）
に
同
じ
。
ｂ

注
（
36
）
に
同
じ
。

64
）

注
（
25
）
に
同
じ
。

65
）

注
（
６
）
に
同
じ
。

66
）

森
克
己
『
遣
唐
使
』
二
六
頁
、
至
文
堂
、
一
九
五
五
年
。

67
）

徳
川
光
圀
修
『
大
日
本
史
』
吉
川
半
七
、
一
九
〇
〇
年
。

68
）

ａ

注
（
３
）
に
同
じ
、
五
三
四
〇－

五
三
四
一
頁
。
ｂ

佐
藤
武
敏

『
長
安

古
代
中
国
と
日
本
』
二
三－

二
四
頁
、
朋
友
書
店
、
一
九
七
四
年
。

69
）
﹇
日
﹈
三
省
堂
編
修
所
編
『
コ
ン
サ
イ
ス
日
本
人
名
事
典
』（
改
訂
版
）、

四
二
一
頁
、
三
省
堂
、
一
九
九
〇
年
。

70
）

注
（
13
）
に
同
じ
。

71
）

注
（
８
）
に
同
じ
、
四
二
七
方
。

72
）

王
維
坤
『
中
日
文
化
交
流
的
考
古
学
研
究
』
四
〇
二
｜
四
〇
三
頁
、
陝
西

人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
。

73
）

注
（
３
）
に
同
じ
、
五
三
四
〇
｜
五
三
四
一
頁
。

74
）

新
日
本
古
典
文
学
大
系
12
『
続
日
本
紀
一
』、
八
〇－

八
一
頁
。
岩
波
書

店
、
一
九
八
九
年
。

75
）

栄
新
江
「
従
「
井
真
成
墓
誌
」
看
唐
朝
対
日
本
遣
唐
使
的
礼
遇
」『
西
北

大
学
学
報
』、
二
〇
〇
五
年
四
期
。

76
）

呉
玉
貴
「
井
真
成
来
華
時
間
的
一
点
意
見
」
黄
留
珠
・
魏
全
瑞
主
編
『
周

秦
漢
唐
文
化
研
究
』
第
四
輯
、
三
秦
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
。

77
）

西
安
市
地
方
志
館
・
張
永
禄
主
編
『
唐
代
長
安
詞
典
』
四
六
六
頁
、
陝
西

人
民
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
。

78
）

新
日
本
古
典
文
学
大
係
15
『
続
日
本
紀
四
』、
四
五
八
｜
四
五
九
頁
。
岩

波
書
店
、
一
九
九
五
年
。

90


